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は じ め に 

 

田辺市では、「一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」を目指して、人権施策の基本

理念を「一人ひとりの尊厳と、人権尊重の精神が脈打つ人権施策」と定め、その推進に取り組むべく、平

成１９年３月に「田辺市人権施策基本方針」を策定し、全庁的に取組を進めているところです。 

この報告書は、「田辺市人権施策基本方針」を実効性のあるものとするため、具体的計画としてまとめ

た「田辺市人権施策推進計画」に掲げた個々の事業の平成２１年度における進捗状況をまとめたものです。 

ここに、各課の取組の進捗状況をご報告いたします。 

 

平成２２年９月 

 

田辺市人権推進課 



Ⅱ　人権施策の推進に向けた推進計画

　　１．推進するための条件整備

事業名 事業の内容 所管課 ２１年度事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市人権施策推進
本部等の設置

市長を本部長とする田辺市人権施策推進本部を設置し、
田辺市人権施策基本方針に基づき、全庁的に人権教育・
啓発を推進する。

人権推進課 田辺市人権施策基本方針に基づき、平成２１年２月に策
定した田辺市人権施策推進計画について全庁的に取り組
みを開始した。

平成２２年度も継続実
施。懇話会の意見を受
け、今後の施策に反映さ
せる。

田辺市人権擁護連盟
との連携及び事務局

５つの支部からなる田辺市人権擁護連盟と連携する。ま
た、事務局として市民の主体的な人権意識の向上や啓発
活動を支える。

人権推進課

各行政局総務
課

平成２１年６月７日に、５支部・約２６０名からなる田
辺市人権擁護連盟理事総会を開催し、年間の事業計画や
予算について承認決定した。各種会議、理事研修会を開
催し、組織としての一体化に努め、広報紙の発行を行っ
た。
各支部では、それぞれ独自に講演会や啓発活動を行い、
市民の人権意識の向上に努めた。

平成２２年度も継続実
施。

紀南地方人権推進連
絡協議会との連携及
び事務局

本協議会は、田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町、串
本町の人権団体で組織され、各団体相互の連絡協調を図
り、紀南地方における人権啓発の振興と充実に寄与する
ことを目的として、人権活動の取り組みや支援、各種研
修会等を実施する。

人権推進課 人権週間、人権擁護委員の日の一斉啓発活動の実施。ふ
れあい人権フェスタでの研修参加。県人権啓発センター
等が企画、実施する事業に参加、参画等を行った。

自治体単位だけでなく、広域での人権
啓発活動について検討する必要があ
る。

平成２２年度も継続実
施。
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ことを目的として、人権活動の取り組みや支援、各種研
修会等を実施する。

田辺人権擁護委員協
議会田辺部会との連
携及び事務局

法務大臣から委嘱された田辺市内２１名の人権擁護委員
による組織で、人権特設相談の実施、小学校での人権教
室、各種啓発、各種研修、委員相互の研鑽を図る。

人権推進課 人権の花運動、人権作文の応募依頼の実施。人権擁護委
員の日、人権週間における街頭啓発、企業訪問、相談の
開設。人権教室を旧田辺市で１校、行政局管内で１校実
施。田辺市人権教育啓発推進懇話会、紀南こころの医療
センター人権擁護推進委員会、田辺市児童問題地域協議
会等への委員としての参加。

平成２２年度も継続実
施。

田辺市人権教育啓発
推進懇話会

適切な人権施策の取組が行われるよう、人権施策推進計
画についての評価、課題等について田辺市人権教育啓発
推進懇話会で審議する。また、必要に応じて社会の変化
に伴って新たに生じてくる人権課題を審議する。

人権推進課 平成２１年８月１９日に懇話会を開催し、田辺市人権施
策推進計画の平成２０年度実施状況と人権啓発パンフ
レットの作成について審議を行った。その他、人権標語
の募集報告と審査委員の依頼を行い、最終的に「人権を
守るお手本　家庭から」に決定した。

人権施策推進計画についての意見を、
今後の施策に活かして行く。

平成２２年度も継続実
施。

和歌山県人権啓発活
動ネットワーク協議
会への参画

県内に所在する人権啓発にかかわる機関等が連携・協力
関係を確立し各種人権啓発活動を総合的・効果的に推進
することを目的とする組織で、和歌山地方法務局、県、
市町村、和歌山人権擁護委員連合会、和歌山県人権啓発
センターで構成。さらに県下は２ブロックに分かれてい
て、田辺市は、みなべ町から新宮市までの紀南ブロック
に属している。

人権推進課 「ふれあい人権フェスタわかやま」への参画のほか、
「人権のつどい」や「人権パネル展」の開催。懸垂幕・
街頭啓発等を実施した。

県下２ブロックに分かれている。地方
ネットワーク協議会は活動できていな
い。全般的に関係機関相互の連携が希
薄であるため主担当の和歌山地方法務
局のリーダーシップが望まれる。

平成２２年度も継続実
施。

学習教材の開発等 市民の学習ニーズや課題に応じ、視聴覚教材の整備に努
め、市のホームページで掲載する。また、公民館等で人
権学習を実施しやすいように、独自の学習教材の作成に
努める。

人権推進課 視聴覚教材として、ＤＶ、同和問題、インターネット等
８本のビデオを購入した。平成２１年度の貸出本数は４
４本。
学習教材として、人権啓発パンフレット「気づきから広
がるあかるいまち」を作成し、学校、公民館、行政局等
の関係機関に配布し、活用を促した。

貸出だけでなく、企業などの人権研修
でも必要に応じて使用して行きたい。

平成２２年度も継続実
施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種意識調査 田辺市独自の意識調査としては、合併前の平成３年に
「いまここに起つ」と題された同和問題意識調査報告書
をまとめ、県では平成８年と平成13年に「同和問題に関
する和歌山県民意識調査」がまとめられている。市単独
での人権に関する意識調査については予定していない。
県が「人権に関する県民意識調査」を実施する際、市と
しても協力する。

人権推進課 県が実施した「人権に関する県民意識調査」において、
調査対象者の選出に協力した。

平成２２年度は意識調査
等の調査予定はない。

人権を考える集い 田辺市人権擁護連盟等各種団体と連携しながら、多くの
一般参加者が得られるように努める。

人権推進課 平成２２年２月２７日（土）紀南文化会館小ホールで開
催
第一部　講演会　「熊野信仰と人権」
　　    講師　服部英雄　氏
第二部　群読　「ラブレター」劇団東京ルネッサンス
参加者　約３００名

新たな一般参加者層の掘り起こしが課
題である。

平成２２年度も継続実
施。

人権学習指導者
養成講座

人権教育・啓発を進めるにあたって指導的立場にある方
を対象とした研修会を開催する。

生涯学習課 平成２１年１１月１日（日）市民総合センターにおい
て、甲南女子大学教授の村上博光氏を講師に招聘し、地
域の人権教育・啓発の指導者的立場にある公民館長、生
涯学習（人権）推進員、公民館主事を対象に、「人権教
育のめざすもの」と題した研修会を開催。参加人数は約
５０名。

各公民館で活動する人権教育・啓発の
指導者を一同に集めた研修を実施し、
人権問題の歴史的経過や今後の課題等
について、共通理解を図ることができ
た。

今後も、指導者を対象と
した研修については、継
続的に実施していく。
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同上 同上 人権推進課 平成２２年２月２７日（土）に「人権を考える集い」を
開催し、一般市民に呼びかける一方、市職員、教職員、
公民館長等人権教育・啓発を進めるにあたって指導的立
場にある方を対象とした研修会としても開催した。
演題「熊野信仰と人権」
　　　講師　服部英雄　氏（九州大学大学院教授）

熊野古道に関わる当地方の人間性につ
いて興味深い講演をしてもらった。

指導的立場にある方を対
象とした研修会を随時開
催して行きたい。

各学校における、保
護者対象の教育講演
会

各学校の実状に応じて教育講演会等を開催し、保護者に
対し様々な角度から人権の啓発を行う。

学校教育課 各学校の実状に応じて教育講演会等を開催し、保護者に
対して様々な角度から人権啓発を行った。

児童生徒の人権意識の向上を図るに
は、保護者の人権意識の向上が必要不
可欠である。各学校で行われる教育講
演会は、研修を受ける機会の少ない保
護者にとっては大変有意義であり、人
権意識の向上に繋がっている。参加者
数が少ないのが課題である。

平成２２年度も継続予
定。

同上 同上 生涯学習課 全２９の小学校において、保護者学級を開催。述べ参加
者数は５，０１５名。

人権に関する視点を幅広く持ちながら
テーマを設定し、各校において計画を
立てた上で、保護者学級を開催するこ
とができた。

子どもを育てるという視
点を踏まえ、各校の保護
者が興味関心をもってい
ただける内容の、保護者
学級を実施していくもの
とする。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

広報田辺の活用 広報田辺での講演会や研修会への参加の呼びかけや、
「人権週間」をはじめとする強化期間などに広報活動を
行う。「人権コラム」掲載を検討する。

人権推進課 平成２１年９月号で人権標語を募集、平成２２年２月号
で入選作品を発表した。
平成２１年１１月号で障害者理解啓発ポスターを発表。
平成２２年２月号で「人権を考える集い」の広報を実施
した。
平成２２年３月号で人権擁護連盟理事を公募した。

当地方の特色を活かした内容で掲載に
努めたい。

平成２２年度も継続予
定。

同上 同上 企画広報課 担当課から掲載依頼があった場合、広報田辺の紙面を活
用し、人権に関する記事の掲載を積極的に行った。

講演会や研修会の日程を情報ボックス
やお知らせワイドにてお知らせするこ
とにより、市民への周知を図ったが、
特集欄での企画、掲載は実施していな
い。

平成２２年度も継続して
実施する。
（なお、平成２２年度に
おいては、男女共同参画
推進室との連携により、
６月号のお知らせワイド
にて２ページ分を掲載し
たほか、平成２３年２月
号では特集欄にて企画掲
載する予定である。）
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　　２．人権の視点に立った行政の推進

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各課での共通の取組 □相手の立場に立った応対に心がける。
□性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮す
ることができる明るい職場づくりに取り組む。
□情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の
尊重を念頭に置き取り組む。
□職場内で人権についての学習を深める。

人権推進課 人権相談を受ける場合には、他の方の目が気にならない
ように個室で、基本的に複数人で行っている。
個人情報が記載された不必要な用紙はシュレッダーにか
け、また、住宅新築資金等貸付金の償還台帳等は、カギ
をかけて保管している。

ユニバーサルデザインに
気をつけて行きたい。特
に平成２２年度は色覚関
係に力を入れたい。

同上 同上 男女共同参画
推進室

男女共同参画を推進する上では男女の人権の尊重が最も
重要であるため、相手の立場に立った応対や個人情報の
保護など人権の尊重については、常に心に留め職務を遂
行している。
職員は、男女の性別にかかわりなく、個人が持っている
能力を十分発揮しながら業務に取り組んでおり、また、
男女共同参画センターでは人権に関する講座・講演会も
開催しているため、学習を深めることができた。

男女共同参画センターで開催する講
座・講演会については、職員だけでは
なく、市民に対しても人権について学
習を深める良い機会となっている。

平成２２年度も継続実
施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

同上 同上 企画広報課 広報田辺や市ホームページ、防災行政無線等により広報
業務を実施するにあたり、情報の提供や個人情報の保護
など、常に市民の人権の尊重を念頭に置き取り組んでい
る。
平成２１年度で実施した各種統計調査においては、氏名
や連絡先をはじめ、年収や保有している住宅・土地の状
況などを調査する項目もあることから、統計調査にご協
力いただいた方々の個人情報の保護に十分注意してい
る。
具体的には、実際に調査を行う調査員に対して、統計調
査の説明会等の機会をとらえて、個人情報の重要性はも
ちろんのこと、調査で使用する名簿や調査票等の取り扱
いや調査の際に知り得た情報についても、その秘密の保
護が図られるよう周知しているところである。
また、市民の方には、調査に協力していただくために
も、調査内容は統計資料以外の目的に使用しないことや
調査で知り得た情報は他に漏らさないことを十分説明し
た上で協力いただいているところである。

広報田辺等の広報業務を実施するにあ
たり、常に市民の人権の尊重を念頭に
置き取り組んでいる。特に、市ホーム
ページにおいての個人情報の保護の取
り扱いや防災行政無線の放送内容につ
いては、十分な注意を払う必要があ
る。
現在のところ、統計調査における個人
情報の保護については守られていると
考えているが、今後も情報の漏えいが
発生しないよう細心の注意が必要であ
る。
また、社会全体で個人情報の保護につ
いては過敏になりすぎていることもあ
り、調査に協力を得られにくい状況と
なっていることから、調査の実施にあ
たっては個人情報の保護を十分説明し
理解を得る必要がある。

平成２2年度も継続して実
施する。

同上 同上 自治振興課 すべての職員が平素から本事業について常に留意しなが
ら業務の遂行に努めた。

市民活動、市民生活に関わる部署とし
て常に事業の遂行に心がけた。

平成２２年度も継続予
定。
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同上 同上 総務課 朝礼等の機会を捉えて、相手の立場に立った応対など人
権尊重を意識した業務の遂行を徹底し、課内全員で取り
組んだ。

今後とも、人権尊重の立
場に立った業務の遂行に
取り組む。

同上 同上 情報政策課 課員個人個人が、事業内容を理解し、実行できるよう職
員対象の研修に参加するなど取り組みをおこなった。

今後とも、各課員がそれ
ぞれ事業内容に掲げられ
た各項目を念頭に取り組
む。

同上 同上 南部・西部・
芳養センター

利用者・相談者の年齢層の幅が広く言葉のコミュニケー
ションに十分注意して対応している。
利用者・相談者の連絡先や内容について個人情報を厳守
している。

同上 同上 市民課 事業継続中 お客様の言い分がすぐにとおらなかっ
たとき、できるだけお客様の立場に
たった応対をしようと心がけるが、う
まくいかないこともある。お客様の立
場にたった対応というのは、言葉でい
うと簡単だが、実行はなかなかむずか
しい。お客様の話をできるだけ聴く姿
勢をもちたい。

市役所の窓口として、少
しでもレベルアップでき
るよう接遇の研修をした
い。

同上 同上 産業政策課 産業政策課においては、企業誘致及びマーケティング活
動等、対外的な業務が主流となっているため、年間を通
して不特定多数の方々との交渉・協議が多くなってい
る。そのため、各課での共通取り組みとなる標記事項に
ついては、十分に認識し、かつ、積極的に取り組んでい
る。

鋭意継続して取り組む。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

同上 同上 都市整備課 日々の業務において、性別にかかわりなく、個性や能
力、意欲が十分発揮することができる明るい職場を形成
されるよう心がけつつ、情報の提供や個人情報の保護な
ど、常に市民の人権の尊重を念頭に置き相手の立場に
立った応対に心がけている。

概ね日々達成出来ているので評価でき
る。

今後も業務内容柄から情
報の提供や個人情報の保
護など、常に市民の人権
の尊重を念頭に置き相手
の立場に立った応対が必
要である。

同上 同上 生涯学習課 各地区公民館における地域住民の方々への対応や、中央
公民館での窓口及び電話での対応の際には、相手の立場
を尊重した対応に心がけるとともに、個人情報の保護等
にも配慮するようにしている。また、できる限り、研修
の機会を活用し、人権問題に関する認識を深めるように
するとともに、特に公民館主事については、各公民館の
人権学習会への出席を、研修の機会としている。

人権問題を総合的・体系的に学習する
ための機会を作る必要がある。

できる限り機会を捉え
て、研修を行うものとす
る。

同上 同上 スポーツ振興
課

市民の個人情報の保護、及び体育施設貸出業務等窓口対
応時の障害をもたれた方への分かりやすい対応に十分留
意すると共に、体育施設への落書きについても、人権に
関わる内容はないか等、施設管理者の協力を得て確認を
行った。
（平成２１年度中　落書き件数１件）

体育施設等への人権に関する落書きに
ついて、見回りを行うことにより減少
しているが、管理側は元より利用者へ
の啓発が重要である。

個人情報の保護、施設利
用者等の人権尊重に努め
る。
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（平成２１年度中　落書き件数１件）

同上 同上 健康増進課 相手の立場に立った応対に心がける。
性別にかかわりなく、個性や能力、意欲が十分発揮する
ことができる明るい職場づくりに取り組む。
情報の提供や個人情報の保護など、常に市民の人権の尊
重を念頭に置き取り組む。
職場内で人権についての学習を深める。

窓口や事業実施時の対応については、
常に職場内で相手の立場に立ったもの
であるか職員同士で確認しながら取り
組んでいる。
個人情報の提供については、条例に
沿った対応を実施している。

個人情報提供資料の返却
を徹底し、保護に努め
る。

同上 同上 やすらぎ対策
課障害福祉室

下記の研修会等への参加により、現在の障害者の置かれ
た状況等の理解、障害者の生活支援・就労支援の方法の
修得、各障害別の特質等の理解につながり、窓口等で相
談を受ける際の参考となっている。
①自立支援協議会の全体会議での研修会や定例会議での
事例検討への参加。
②自立支援協議会での先進地視察への参加
③社会福祉法人等が主催する各種研修、フォーラム等
（地域移行推進フォーラム、障害者の就労支援セミ
ナー）への参加
④サマースクール　など

各団体等が開催する研修会等へ参加す
ることにより、スキルアップにつな
がっている。

今後も、機会があれば、
積極的に参加を促してい
く。

取組の確認 市民憲章の精神をまちづくりに生かしていくため、各課
でどのようなことに気をつけて、行政の推進に取り組ん
でいるかを確認する。

人権推進課 田辺市人権施策推進計画の進捗状況を把握することで、
各課でどのようなことに気をつけて、行政の推進に取り
組んでいるかを確認した。

平成２２年度も継続実
施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

市民憲章の朗読 「人権を守り、たがいに助け合い、明るく平和なまちを
つくります。」とうたっている市民憲章の精神を尊重
し、実践する為、田辺市自治会連絡協議会総会、田辺町
内会連絡協議会総会等自治会活動の場において、参加者
全員による市民憲章の朗読を行う。

自治振興課 田辺町内会連絡協議会及び田辺市自治会連絡協議会総会
資料裏表紙に市民憲章を印刷し全会員に配布。
　・田辺町内会連絡協議会　　　８７組織
　・田辺市自治会連絡協議会　２１９組織
田辺町内会連絡協議会及び田辺市自治会連絡協議会総会
冒頭において市民憲章の唱和を行う。
　・田辺町内会連絡協議会　　　７１名出席
　・田辺市自治会連絡協議会　　５８名出席

市民憲章の朗読により、地域自治組織
における人権意識の高揚と全市一体と
なった普及促進活動を実施できた。
問題、課題等は特になし。

平成２２年度も継続予
定。

要援護者の支援対策 自主防災組織に代表される地域住民による災害対策の確
立ができており、かつ、希望する自治会等に対し要援護
者名簿を交付することで援護を必要とする方々の所在等
を把握していただき、万一の有事の際はもとより、日ご
ろからも地域の要援護者支援対策に活用していただくと
ともに、地域防災体制の充実を図る。

総務課防災対
策室

市保健福祉部と連携し民生委員児童委員各位にも多大な
ご協力を賜り「田辺市災害時要援護者名簿」を作成のも
と、交付基準を満たす自治会等に交付を行った。なお、
平成２１年度末における交付実績は３５自治会等であ
る。

評価としては、本件に伴い、より一層
自治会等の長をはじめ、市民の皆さん
の防災意識の高揚を図ることができた
と思われる。なお、問題点・課題等と
しては、長期的視野であるが、本名簿
の交付目的である本名簿を活用したさ
らなる地域防災力充実及び地域コミュ
ニティの活性化である。

平成２２年度より田辺市
災害時要援護者避難支援
プラン（全体計画）に基
づき、要援護者名簿の記
載項目を拡大するととも
に、要援護者が存在する
全ての自治会等に名簿を
交付することにより、要
援護者支援対策のさらな
る充実を図る予定。
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わかりやすいパンフ
レットの作成

パンフレットの作成にあたり、専門用語を使いつつわか
りやすい表現をし、子供からお年寄りの方までわかりや
すい内容とし、小・中学校の教材や自由研究の資料とし
て活用できるようなパンフレットを作成する。

高速道路室 平成１９年１１月１１日近畿自動車紀勢線が田辺市まで
開通した際、市教育委員会から、教材用として南紀田辺
インターチェンジの写真提供があり、このことを受け、
平成２０・２１年度パンフレット作成にあたり、専門用
語を使いつつもわかりやすい表現を考え、新たにイラス
トを加えるなどし、子どもさんからお年寄りの方までわ
かりやすい内容とした。また、小・中学校の教材や総合
学習・自由研究の資料として活用できるようなパンフ
レットの作成を実施した。

高速道路が田辺市まで開通し身近なも
のとなったこともあり、高速道路が地
域にもたらす効果・役割を多くの方に
知っていただくにも有効であると思わ
れる。
しかし、パンフレットの配布先が行

政や関係機関になりがちであり、今後
はより幅広い広報活動が必要と思われ
る

平成２２年度も継続予
定。パンフレットや啓発
グッズの作成を継続して
行うとともに、市のホ－
ムページにも反映させ、
より多くの人々に周知し
ていく。

人権に配慮した企業
誘致

企業誘致活動においては、地域との連携を重視し、人権
や環境を大切にする企業の誘致に努める。

産業政策課 平成２１年度において、地域との連携を重視し、人権や
環境を大切にする企業の誘致に取り組んだ。結果、株式
会社見果てぬ夢の企業進出があり、１１名の雇用を創出
した。

平成２２年度も継続予
定。

都市交流推進事業 常に人権尊重を基本として、「都市交流推進事業」に取
り組む。特には、「人を思いやる心」を常に念頭に置
き、相手方関連団体との連携を図る。

産業政策課 常に人権尊重を基本として、「都市交流推進事業」に取
り組む。特には、「人を思いやる心」を常に念頭に置
き、相手方関連団体との連携を図った。

平成２２年度も継続予
定。

相談者や要保護者等
の人権尊重

生活保護の対象者は、高齢や障害・傷病等で就労が困難
であるなど、何らかの理由で生活に困窮されている方々
であり、担当職員一人ひとりが常に相談者や要保護者等
の人権を第一に考えるとともに、相手の立場に立って対
応するよう、係内会議等を通じて常に研修と研鑽に努め
る。

福祉課 随時開催しているケース検討会などの係内会議等の機会
を捉え、係員相互に研修を実施しているほか、全員が社
会福祉主事の資格を得られるよう福祉に携わる者とし
て、その資質の向上に努めている。また、職場内外にお
ける人権に関する研修、講演会に参加するように努め
た。

多種多様な市民を対象として業務を
行っており、状況に応じた対応に努め
ているが、対応に苦慮する場合なども
ある。

平成２２年度以降も継続
実施。
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　　３．人権教育・啓発の推進

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人を大切にする教育
の推進

人権教育担当者会・管理職研修会及び定例学校訪問等を
利用し、各学校・園に対して「人を大切にする教育」の
全体計画に基づき、人権教育をより積極的に展開するよ
う指導する。
また、各学校・園では教育計画に基づき、道徳をはじめ
とした全教育活動を通して人権教育を実践し、児童生徒
の人権意識の向上に努める。

学校教育課 ・平成２１年５月から平成２２年１月にかけ、定例学校
訪問を実施し、その中で人権教育を積極的に展開するよ
う指導した。
・平成２１年１１月２４日に人権教育主任者会（参加者
４７人）、平成２１年８月２０日には校長会（参加者４
５人）、そして１０月１日には教頭会（参加者４４人）
を実施し人権教育を積極的に取り組むよう指導した。

研修会等を通じて、各学校に指導する
ことができた。また、各学校では教育
計画に基づき人権教育を推進してお
り、児童生徒の人権意識の向上を図る
ことができた。しかし、近年インター
ネット上への書き込みによる問題な
ど、新たな課題も上がっている。

平成２２年度も継続予
定。

同上 同上 生涯学習課 公民館長・主事会議を年４回、主事会を年５回、生涯学
習（人権）推進員の会議を年２回実施し、その中で、
「人を大切にする教育」基本方針と、基本計画の内容を
確認し、それに基づいた教育啓発活動を展開するよう、
意思統一を行った。

「人を大切にする教育」基本方針と基
本計画を、確認することにより、統一
した考え方に基づいた事業展開を図る
ことができた。

今後とも、あらゆる機会
をとらえて、「人を大切
にする教育」基本方針
と、基本計画について
は、確認の取り組みを
行っていくものとする。

人権お話し会 小中学生各校代表者により、人権作文の発表会と講演会
を開催。

本宮行政局総
務課

インフルエンザとおたふく風邪の流行で、学校閉鎖等も
あり、中止とした。各校の代表者の原稿を基に、作文集
を発行。

大会は中止となりましたが、各学校で
事前に人権学習を行い作文も全校で取
り組んでいただいたので、成果はあっ

平成２２年度も開催予
定。
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を発行。 り組んでいただいたので、成果はあっ
たと思います。

公民館 地域別人権
学習会

市内の各公民館がそれぞれの地域において、人権の重要
課題に対する基本的な認識を十分踏まえながら、市民一
人ひとりが人権課題を発見し、身の回りにある具体的な
人権課題の解決に結びつくような人権学習会を開催す
る。
開催にあたっては、公民館長と公民館主事が、生涯学習
(人権)推進員と協議し、公民館区ごとに各種団体・機関
等の協力を得ながら人権学習実行委員会を組織して、学
習会の企画・運営等について協議する。

生涯学習課 本年度は、３２会場での開催で、延べ２，０３０名の市
民の参加があった。テーマとしては、高齢化が進んでい
る中、高齢者の人権を取り上げた地域が比較的多くあっ
た。また、地域の各種団体を網羅した実行委員会組織を
立ち上げ、相当な回数の会議を重ね議論を深めた上で、
人権学習会を開催するというスタイルが定着している地
域もあった。

会場数、参加者数とも、ここ数年と比
較するとやや減少している。また、参
加者が固定化していることや若い世代
の参加者が少ないという傾向がある。
そのため、世代を超えた幅広い市民の
参加を得るための工夫が求められてい
る。また、館長、主事と生涯学習（人
権）推進員、人権擁護連盟理事が連携
を図り、地域住民の参画を得た実行委
員会組織を作り、地域の人権課題につ
いて十分協議した上で、学習の企画・
立案・実行に移すという取り組みを大
切にする必要がある。そして、館長、
主事、生涯学習（人権）推進員の研修
や、相談業務、教材の提供や講師の派
遣など、地域の取り組みを支えるため
の、生涯学習課の支援も必要となって
いる。

人権の基本的な問題を踏
まえながら、地域の状況
を大切にしたテーマを取
り上げ、実行委員会の組
織を中心に地域別人権学
習会を開催していくもの
とする。

企業・各種団体等で
の人権啓発

企業の評価を、経済的な面だけでなく、人権尊重や環境
保護などの視点から評価する動きも一般的になってき
た。このような状況下で、企業からの講師派遣の要望に
基づき、指導員を講師として派遣する。

人権推進課 平成２１年度は１１企業・団体から要望があり、４２７
名を対象に人権啓発を行った。「熊野古道と人権」、
「職場のモラルと人権」、「モラルハラスメント」など
内容は多彩。

小規模企業が多く、また営業時間が長
い企業が多いので研修の機会が得られ
にくい状況にある。そのため企業から
の講師派遣依頼の増加は困難な状況で
ある。

平成２２年度も継続実
施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種団体等での人権
啓発

各種団体での人権学習・啓発については、派遣要望に応
じて人権推進課指導員を派遣する。また、市の人権行政
について講座を希望する場合は、課長等が講師を務め
る。

人権推進課 市の学びあい講座では、「田辺市人権施策基本方針」を
主に説明予定であったが、平成２１年度は派遣実績な
し。

人権については、学びあい講座での要
望は少ない。

平成２２年度も継続予
定。

田辺市企業人権推進
協議会

本協議会は、雇用者の人権を尊重し、企業内における人
権教育及び啓発の取組を推進するため、関係機関等との
連携を密にし、企業活動における人権課題の解決に資す
ることを目的として、「会員相互の連絡連携」、「企業
内人権教育及び啓発の推進」、「雇用の安定を図るため
の調査、研修及び指導」などを行う。

商工振興課 平成２１年度の事業計画に基づき、研修会を実施した。
【平成２１年度事業計画】
１．明るく働きがいのある職場づくりを目指して、各事
業所が自主的、主体的に研修機会をもてるよう啓発活動
を推進します。
２．企業内人権啓発を推進すべく、市人権推進課との連
携の下、講師の依頼、啓発ビデオの提供等企業内研修会
の開催を支援し、また、各種研修会の案内と参加の呼び
かけに努めます。
３．人権啓発に係る国や県等関係機関との連携を図り、
人権啓発のための推進体制の充実に努めます。
☆総会時には人権施策推進に関係するパンフレットや各
種資料などを配付した。
☆総会時（平成２１年６月４日）の研修会
　［講演］演題「人権について～和歌山県からのお知
　　　　　　　　らせ～」
　　　　　講師　西牟婁振興局　地域振興部
　　　　　　　　　日向　光治　氏
　　　　　演題「ワーク・ライフ・バランスに

現在、会員が５２企業あり、７参与会
員とともに、昭和５８年度から平成２
１年度までに、延べ４３３企業、２
４，９７４人の参加により企業内研修
が行われてきた。近年、企業内研修を
開催している企業数は、年間７～１０
企業になってきているが、今後とも継
続して実施していくことが効果に繋
がっていくものと考える。

市内の企業全てが協議会
の会員となっているわけ
ではないため、今後の協
議会の運営も含めて、事
業内容について検討を重
ね、来年度以降も継続し
て実施していく予定であ
ります。
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　　　　　演題「ワーク・ライフ・バランスに
　　　　　　　　ついて」
　　　　　講師　田辺市企画部　男女共同参画推進室
　　　　　　　　　切本　満　氏

職員向け人権及び男
女共同参画研修の実
施

４月１日 新採用職員研修（前期）、10月１日 新採用
職員研修（後期）のカリキュラム内において「人権教
育・啓発の推進について」及び「男女共同参画社会づく
りの推進について」と題して研修を実施する。新規採用
職員研修、一般職員一次研修、一般職員二次研修でのカ
リキュラムにおいて「人権研修」を実施する。

総務課 ◆市で実施：
４月１日 「新採用職員研修（前期）」［受講者数 １
０人］及び１０月１日 「新採用職員研修（後期）」
［受講者数 ９人］のカリキュラムにおいて「人権教
育・啓発の推進について」及び「男女共同参画社会づく
りの推進について」と題した研修を実施済み。
◆人権研修（対象者：係長級）「熊野古道と人権」２月
２２日、２４日［受講者数　１５０人］
◆和歌山県市町村職員研修協議会が実施：
４月１５日－１７日 「新規採用職員研修」（対象者：
新採職員）［受講者数　６人］
５月２７日－５月２９日「一般職員基礎研修」（対象
者：５年以内の者）［受講者数　８人］
６月１７日－１９日 「一般職員一次研修」（対象者：
５年程度の者）［受講者数　６人］
７月８日－１０日 「一般職員二次研修」（対象者：８
年以上の者）［受講者数　６人］
上記カリキュラム内においても「人権研修」を実施し、
計２６人が受講した。

人権に関する意識の向上が図られる。 定期的、計画的に実施し
ていく。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺市教育委員会
人権教育主任者研修
会

本市における人権教育推進の中心的な役割を担う教員の
育成を目的として、人権教育担当者会を実施する。
教職員の人権意識の向上を図るために、各学校では実状
に応じて人権教育研修を行うよう指導する。

学校教育課 ・人権教育担当者会（和歌山県教育委員会主催）を平成
２１年６月２日に実施。各学校の実践発表を通じて、人
権教育に関する指導方法の充実を図った。（参加者 ４
７人）
・人権教育リーダー養成研修（和歌山県教育委員会主
催）に本市から３名の教員を派遣した。
・平成２１年１１月２４日に人権教育主任者会を実施
（参加者 ４７人）。情報モラルに関する研修を深め
た。

教職員の人権意識を向上させることに
より、児童生徒一人一人の人権意識を
高める取り組みにつなげている。

平成２２年度も継続予
定。

田辺市民生児童委員
協議会研修会

民生委員・児童委員は、その活動にあたって、個人の人
格を尊重することはもとより、基本的人権に関する正し
い理解と認識に基づき活動を進めていくことが基本とな
る。本協議会では、こうした人権意識の高揚を図るた
め、年に１回は人権学習会の開催または他機関が開催す
る人権講演会等への参加に努める。

福祉課 平成２１年９月１６日から１７日にかけて行われた和歌
山県等主催の児童委員研修会において人権啓発用ビデオ
「ケータイ・パソコンその使い方で大丈夫？」をみて学
習した。参加者３２名。平成２１年１２月１日の田辺市
民生児童委員協議会総会及び研修会において、人権啓発
用ビデオ「老いを生きる」をみて学習した。参加者９１
名。平成２２年２月２７日に田辺市等が主催した「人権
を考える集い」のチラシを委員全員に配布して参加を呼
びかけた。

ビデオ学習になる場合が多いが、田辺
市民生児童委員協議会では年２回の全
員研修会を計画しているので、毎年で
はなくても講師を招いた研修を検討し
たい。

平成２２年度も継続予
定。

警察職員との連携 警察から要望に応じて人権推進課指導員の派遣等を実施
する。

人権推進課 警察への派遣実績なし。 県の組織でもあり、現実的には警察と
の連携は難しいと思われる。

平成２２年度も継続。
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交通安全対策事業、
田辺市暴力追放協議
会事業、田辺地区防
犯協議会事業

市民の基本的人権の根底となる生命を守り、安全・安心
な生活を保持するため、警察署との緊密な連携を図りな
がら、交通安全対策事業（街頭啓発・指導等）及び暴力
追放活動（決起集会・パレード等）並びに防犯活動（紀
伊田辺駅前におけるマナーアップキャンペーン等）を行
う。

自治振興課 ■交通安全対策事業
①行政機関や民間の各種関係機関等で組織する「交通事
故をなくする田辺市民運動推進協議会」で、春（４月６
日～１５日）・秋（９月２１日～３０日）の全国交通安
全運動期間及び夏（７月１１日～２０日）・年末（１２
月１日～１０日）の交通事故防止県民運動時に広報・啓
発活動を実施。
・４月６日、市役所前にて交通安全運動出発式を実施。
龍神行政局前、中辺路町元ＪＲバス栗栖川駅前、大塔体
育館前、本宮大社前にて街頭啓発を実施。
・７月１０日、旧市内のスーパーにて街頭啓発を実施
（啓発物品配布）。
・７月１５日、龍神村の道の駅「龍游館」前にて街頭啓
発を実施。
・７月１１日～２０日、市施設、事業所、各種研修会で
啓発物品を配布。
・９月１８日、旧市内のスーパー、中辺路町元ＪＲバス
栗栖川駅前、大塔体育館前、世界遺産熊野本宮館前にて
街頭啓発を実施。
・９月２４日、龍神村のウッディプラザ木族館前にて街
頭啓発を実施。
・〃月〃日、 「自転車 安全・安心キャンペーン」の
一環として、あおい通り交差点周辺にて街頭啓発を実
施。
・１２月１日、龍神行政局前、大塔体育館前、本宮大社
前にて街頭啓発を実施。中辺路町内学校周辺では「明る
い笑顔いっぱい運動」と併せて街頭啓発を実施。
・12月９日、ＪＲ紀伊田辺駅前にて街頭啓発を実施。同
時に自転車通学生に対する街頭指導も実施。

■交通安全対策事業
高齢者がかかわる交通事故が多発して
いることから、事故防止のための事業
を実施する必要がある。

■交通安全対策事業
①既存事業 平成２２年
度も継続予定。
②新規事業 平成２１年
度から田辺警察署と共同
開催している高齢者対象
の「交通安全大学事業」
を中辺路、大塔行政局管
内で実施予定。（２地域
で、合計約５０人程度を
予定）
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（前頁より）
同上 同上 同上 ②交通指導員による毎月１日・１５日の通学通園時の街

頭指導や各種イベントでの交通雑踏整理。
③警察署が中心となり、幼児から高齢者を対象とした交
通安全教室を開催。田辺警察署管内では１１８回開催
し、７，３９４人が参加。
④田辺警察署や交通ボランティア団体、教員、市職員等
が原則、毎月15日夕方、自転車通学生等に対する街頭指
導を実施 。

■田辺市暴力追放協議会事業
・７月２８日、総会開催。田辺警察署員による講演も行
う（演題：暴力団情勢と対策）。参加者約１００名。
・１０月２０日、暴力追放決起集会開催。和歌山県警察
音楽隊の演奏、参加者が作製した啓発プラカードによる
啓発、暴力追放講演会を実施。約４００名参加。
・啓発物品配布１，３００個を決起集会及び旧市町村地
域で開催するイベント等で配布。
・つぶり坂カラー電光掲示板で、暴力追放啓発を周年実
施。
・国道４２号田辺バイパス上のむつみ跨道橋にて、常設
啓発横断幕による啓発を実施。

■田辺市暴力追放協議会事業
全市的かつ継続的な取り組みを行うた
め、本会への加盟団体数の増加促進を
図るとともに、様々な機会をとらえ、
広く広報啓発を実施する必要がある。

■田辺市暴力追放協議会
事業
平成２２年度も継続予
定。
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■田辺地区防犯協議会事業
・通年⇒振り込め詐欺防止対策の強化、不審者対策の強
化及び非行防止等防犯教室の開催、地域安全活動への支
援、街頭犯罪抑止活動の強化、少年の非行防止啓発活動
（街頭補導活動強化）、少年の薬物乱用防止対策の強
化。
・８月１３、１４日、防犯少年野球大会の開催（田辺
市・みなべ町、上富田町から計１６チーム）。

■田辺地区防犯協議会事業
県下における田辺市の犯罪率がワース
ト１１位と改善されたが、引き続き、
市民一人ひとりの防犯意識を高めるた
め、田辺警察署、防犯関係団体と一層
の連携を図り、啓発活動に努める必要
がある。

■田辺地区防犯協議会事
業
平成２２年度も継続予
定。

　　4．相談支援体制の推進

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

人権相談 市民の人権に関わる相談に応じ、適切な指導助言を行
う。

人権推進課 相談件数は１１件あり、職場関係、障害者問題関係、同
和問題関係等である。必要に応じて、関係機関との連携
や適切な助言に努めた。

身近なところで相談場所があることは
大切である。

平成２２年度も継続実
施。

登記・相続・人権相
談

法務大臣の委嘱による田辺部会所属の人権擁護委員が相
談員となって実施する。（旧田辺では年４回、龍神年６
回、中辺路・大塔・本宮では各年２回実施）

人権推進課 旧田辺では年４回、龍神年６回、中辺路・大塔・本宮で
は各々年２回実施

特設相談での人権相談は少ないのが現
状である。

平成２２年度も継続実
施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

女性電話相談 女性が抱える様々な悩みに電話による相談を実施する。
（月曜日から金曜日　午前９時～正午まで）

男女共同参画
推進室

平成２１年度は１０１件の相談があった。相談者から
は、人間関係の悩み、配偶者・パートナーとの悩み、暮
らしにかかわる悩みなどが寄せられ、問題の解決に向け
て自己決定ができるよう支援を行った。

悩みを誰にも打ち明けることができず
に一人で抱え込み苦しんでいる相談者
に対して、その傷ついた心を癒すこと
ができた。また、まず一歩を踏み出す
ことができるよう相談者の気持ちに寄
り添いながら問題の整理をし自己選択
できるように支援しているので、「一
人ひとりが大切にされ、幸せを実感で
きるまちづくり」への貢献度は高いと
思われる。

平成２２年度も継続実
施。

隣保館相談事業 地域住民に対し、生活上の相談・人権に関わる相談に応
じ適切な助言指導を行う。

南部･西部･芳
養センター

毎月一回、県の産業振興部産業振興課職業相談員による
職業相談や市の保健師による健康相談を実施した。地域
住民からの日常生活上での電話や窓口での相談、市営住
宅への入居や環境整備に関する相談、介護予防、福祉に
関する相談があった。

市営住宅、介護予防、福祉の相談では
関係担当部署との連携を深め迅速に対
応出来るよう取り組む。

平成２２年度も継続実
施。

市民法律相談 市民が抱える法的措置の可能な相談について、法律専門
家である弁護士が具体的なアドバイスや解決策を与える
無料法律相談を毎月月曜（原則）に開催する。

自治振興課 平成２１年度は４４回の開催で延べ２１６名の市民から
相談を受けた。

市民が専門家から法的解決策を教わる
ことができる便利な制度である。ま
た、問題を抱える市民の多くは、経済
的にも決して余裕があると言えず、経
済的に余裕がない法的弱者救済の観点
からも、安心して暮らせるまちづくり
への貢献は高いと思われる。

平成２２年度も継続実
施。
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への貢献は高いと思われる。

消費生活・市民相談 多重債務や悪質商法、その他法的措置の必要な市民生活
に関わる相談ごとについて、市民が身近に立ち寄ること
のできる消費生活・市民相談を実施し、市民が抱えるそ
れぞれの課題を解決できるように助言・指導等を行う。

自治振興課 平成２１年度は、延べ３２９件の相談があった。その
内、消費関係の相談は７８件（19.8％）です。

問題解決のための助言や情報提供、啓
発活動を行うことにより、市民の意識
高揚やトラブル防止が図られ、安全で
安心なまちづくりに寄与することがで
きた。
しかしながら、生活形態が多種多様
化する中で、相談内容には複数の要因
が複雑に絡み合っているものも少なく
なく、これらの要因を解きほぐして整
理し、相談者自身が解決のための手段
を主体的に選択できるよう、迅速か
つ、きめ細やかな対応を行っていかな
ければならない。そのためにも相談窓
口機能の更なる充実に向けて、関係機
関との協力・連携を進めるとともに、
担当職員の資質向上に努める必要があ
る。

平成２２年度も継続して
実施する。
また、担当職員の資質向
上を図るため、独自の研
修会を開催するととも
に、その他研修会への積
極的な参加に努める。

一般健康相談 成人一般健康相談については、各保健センター、西部セ
ンター、南部センター、芳養センター、地域の集会所等
で定期的に実施する。また、課では窓口相談を行う。

健康増進課 一般健康相談は、西部センター（デイサービスセン
ター）、南部センター、芳養児童センター、地域の集会
所等で定期的に実施した。
健康増進課、行政局住民福祉課では、電話及び窓口相談
を平日に随時実施した。
・巡回型健康相談　１４３回　延参加者数１,３５９人
・窓口相談、電話相談（随時）　　　　　　２７人
・各種イベント　　　１１回　　　　　　３８１人
内容：糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病
予防に関する相談や歯周疾患予防、骨粗鬆症予防、禁煙
相談を実施した。

窓口相談・電話相談には、保健師・管
理栄養士とも随時相談対応している。
巡回相談は定例的に実施しているが、
参加者が固定されている。

平成２２年度も継続して
実施する。健康相談の日
程案内を市広報誌等で啓
発し、関係機関との連携
を図り参加者数の拡充を
図るとともに内容の充実
に努める。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

家庭児童相談 児童とその家庭からの子どもの養育、心身の発育、非
行、不登校、家庭環境等あらゆる悩みの相談、児童虐待
の相談や通報の受け付け、学校、児童相談所等、関係機
関との連絡調整及び指導を所内及び家庭訪問により行
う。

子育て推進課 土日、祝祭日を除き、午前８時３０分から午後５時１５
分まで市民総合センター内家庭児童相談室において電話
又は来所面接により、４名の家庭児童相談員が対応。
ケースによっては相談員が該当世帯宅を訪問し面接を
行った。年間延べ相談件数１，１９３件。

養育者の育児不安の解消等、心理的な
負担を軽減出来た。また、児童虐待の
相談、通告に対し関係機関と連携し対
応することが出来た。

平成２２年度以降も継続
予定。

ひきこもり相談 ひきこもり状態にある青年期の若者及び家族への継続相
談を実施し、家族会、自助会参加を促し、必要に応じて
医療機関等の関係機関へ紹介する。

健康増進課 家族相談は基本的には月１回実施、本人への定期相談は
２週間に１回、訪問は月１～２回、保健所や他課と連携
しながら行った。
・電話相談　１２５件
・来所相談　２８９件
・メール相談　３件
・訪問　６９件
合計　４８６件

専任の職員を配置し随時、相談に対応
できるような体制を整えている。
他の支援団体との連携は順調に行われ
ている。
自助グループや自主活動が活発に行わ
れていない。
対象者は潜在していると思われる。相
談に繋がっているのは一部です。

教育関係や他の支援団体
との連携をさらに密にと
りながら、スムーズに支
援につなげる体制づくり
を強化する。
求められる新しい資源の
構築にネットワークで取
り組んでいく。

子育て相談 子育てについて相談を課の窓口で実施する。
初めて親になった方を対象のすくすく教室で心配ごと相
談を実施する。
乳幼児健診・相談時に個別に育児相談を実施する。

健康増進課 すくすく教室で心配ごと相談を実施した。
子育て相談窓口として、電話や来所での相談を実施し
た。
乳幼児健診・相談時に個別に育児相談を実施した。

すくすく教室では、実施後のアンケー
トによる評判もよく、日頃悩んでいる
ことを共有できる場や、仲間作りの場
にもなっている。
子育て相談では、赤ちゃんとのかかわ

すくすく教室では第１子
を対象に案内を送付して
いるが、ハイリスク母子
の教室参加を促す機会の
検討が必要である。
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子育て相談では、赤ちゃんとのかかわ
りなど身近な相談を気軽に受けてもら
えている。

検討が必要である。
電話相談では限られた情
報で、適切な助言ができ
たか評価できないため、
必要に応じ訪問事業等に
つないでいく。

発達障害児（者）相
談 障害者生活支援
相談

平成１９年度までは、障害種別(身体障害、知的障害、精
神障害)ごとに３つの社会福祉法人に委託を行い、それぞ
れの法人が設置する窓口で事業実施していたが、発達障
害者支援の相談窓口とともに、４障害の相談窓口を一箇
所に集約し、障害の種別に関係なく相談を受けることが
できる体制へと整備を行った。
利用者には、障害者の種別なくひとつの窓口へ連絡ま

たは来所により相談が受けられることになる。
この相談窓口を「障害児・者相談支援センター ゆめ

ふる」として、市民から気軽に利用してもらえる窓口と
なるよう、障害福祉室及び各法人が連携を取り、運営に
努める。

やすらぎ対策
課障害福祉室

平成２０年４月から、身体、知的、精神及び発達障害の
相談窓口をひとつにした「田辺市障害児・者相談支援セ
ンター ゆめふる」を市総合センター内に開所した。４
法人(田辺市社協、ふたば福祉会、やおき福祉会、県福祉
事業団)から、担当者(相談支援専門員)が常駐し、障害
児・者、その家族、関係者からの相談にあたっている。

相談窓口がひとつになったことから、
障害種別に関係なく、相談をすること
ができるようになって、件数が増え
た。また、担当者の連携を図ることが
でき、困難ケースへの対応にプラスと
なっている。
訪問等のため４人が全員外出し「ゆ

めふる」が留守になる場合もあり、そ
のときの体制をどうするのかが課題。
４法人の一部は、周辺自治体と同事

業での委託契約を個々に結んでいるた
め、田辺市と他自治体の相談を分けに
くくなっている面があり、今後は、広
域での委託も視野に入れた検討が必
要。

この事業の一環として
行っている「はなまる相
談」(概ね３歳以上の発達
に遅れ等のある児童・者
を中心とした発達相談)の
利用希望者が多くなって
きたことから、別事業と
して実施できるよう検討
を行う。
相談支援の業務を市全

体へ広げるため、各行政
局内の利用者等への定期
的な訪問等により、相談
の掘り起こしを計画す
る。

12



事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

障害者相談支援事業 障害児者、その家族および関係者からの相談の窓口とし
て、平成２０年４月から、「田辺市障害児・者相談支援
センター ゆめふる」を設置し、障害の種別（身体障
害、知的障害、精神障害、発達障害）に関係なく相談を
受けることができる体制へと整備を行った。
４法人（田辺市社協、ふたば福祉会、やおき福祉会、県
福祉事業団）から担当者（相談支援専門員）が常駐し、
市民から気軽に利用してもらえる窓口となるよう、障害
福祉室及び各法人が連携を取り、運営に努めている。

やすらぎ対策
課障害福祉室

発達に心配のある児童や発達障害のある人等を対象にこ
の事業内で実施していた「はなまる相談」を、平成２１
年７月から別予算で「発達相談支援事業」として、月３
回実施している。相談だけでなく、夏休み等の長期休暇
中にはＳＳＴ（生活技能訓練）も実施している。
また、行政局管内の在住者にも、気軽に相談ができるよ
うに、月１回各行政局で相談日を設けている。
平成２１年度実績数（はなまる相談を含む）
身体障害３２５件、知的障害、５５３件
精神障害１，６０１件、発達障害１９８件
重複４４８件、不明・その他４１０件　計３,５３５件

ゆめふるの設置によって、担当者の連
携を図ることができ、困難ケースへの
対応にプラスとなっている。
４法人の一部は、周辺自治体と同事業
での委託契約を個々に結んでいるた
め、田辺市と他自治体の相談を分けに
くくなっている面があり、今後は広域
での委託も視野に入れた検討が必要。

障害者自立支援法の廃止
が決定され、遅くとも平
成２５年８月までには、
それに変わる法律が施行
される予定になってい
る。総理府に設置された
「障がい者制度改革推進
会議」において、その内
容等が協議されており、
今夏には、一定のとりま
とめがおこなわれること
になっていることから、
その動向を見ながら、相
談体制についても対応し
ていく必要がある。

不登校児相談 不登校問題に関する相談窓口を適応指導教室に設け、随
時、電話相談や面接相談を行う。また、不登校児童生徒
に対しては、各学校との連携のもと適応指導教室への通
級指導や家庭訪問等を行い対応する。

学校教育課 適応指導教室通級（１４名）、適応指導教室来室相談
（４９件）、適応指導教室電話相談（２４件）。
不登校児童生徒に対して、各学校と連携し家庭訪問等の
指導を行った。

学校と適応指導教室の指導により、不
登校児童生徒数は減少傾向にある。

平成２２年度も継続実
施。
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こころの健康相談 家庭・職場などで人権を侵害されたなどによる人間関係
やストレスによる様々な悩みや不安、精神疾患など「こ
ころの病気」に関する相談を保健師（保健所と協力）に
より実施する。

龍神行政局住
民福祉課

２４回（延べ人員５４人 実人員２１人）のこころの健
康相談を実施した。 精神的に不安定な人へのケアをサ
ポートする事例が多かった。

　　5．同和問題

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「同和問題」啓発 「同和問題」を含めた研修会・講演会等の実施に向けた
検討を行う。「同和運動推進月間」等、啓発の機会をと
らえて他の人権課題とともに「同和問題」についての啓
発（資料提供）を行う。

人権推進課 平成２２年２月２２日と２４日に市職員人権研修会を開
催。係長級１９０名が参加。「熊野古道と人権」につい
て。

平成２２年度も継続実
施。

「住宅新築資金等貸
付金」にかかる償還
業務

同和対策事業の一つである「住宅新築資金等貸付金」に
ついての経緯や目的を正しく理解して、個人情報等の取
扱いに細心の注意を払いながら取り組む。

人権推進課 同和対策事業の一環として、居住環境の整備改善を図る
ために個人に貸付した資金の回収業務であり、貸付金は
２５年の償還となっている。償還指導を行う中で、貸付
金の回収を行なった。債権放棄を２件（２人）実施し、
貸付金が回収できない事が確実な場合は、国、県の補助
制度等を利用しながら整理を行った。

２５年という償還期間は長く、その
間、借受人の中には、収入減、死亡・
病気などにより、相当数の貸付金に滞
納が発生している。

将来の特別会計の閉鎖に
向けた検討を行う。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

地域交流事業 地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリェーショ
ン、教養・文化活動等地域住民の交流を図るために、生
花教室、茶道教室、健康体操教室、パソコン教室などを
実施する。

南部･西部･芳
養センター

生花・編み物教室を月２回、健康体操教室を開催した。
パソコン教室 １回目（６／２３、２４、２６、２７、
３０、７／１、２、４）の８日 昼の部・夜の部（２時
間）
２回目（１／２１、２３、２４、２７、２８、３０、３
１、２／４）の８日 昼の部・夜の部（２時間）を実
施。　（西部センター事業例）

地域住民参加の教室を開催することに
より周辺住民との交流が広がってきて
いるが、受講者数は横ばいの状況にあ
る。

事業継続及び広報活動の
充実に努め、受講者数の
増加をはかる。

各学校での教育活
動、管理職研修会、
人権教育担当者会、
初任者研修会

・児童生徒
田辺市教育委員会が策定している「人を大切にする教
育」の基本方針を基に、人権教育の充実を図るよう各学
校・園に指導する。特に同和問題に関しては、社会科を
中心に教育活動全体を通じて、正しい知識と認識を深め
るよう指導を行う。
・教職員
人権教育担当者会や初任者研修会及び管理職研修会など
を通して、「人を大切にする教育」の基本方針について
の研修を深め、同和問題を含めた人権教育の充実を図る
よう指導する。

学校教育課 児童生徒
・各学校において、「人を大切にする教育」の全体計画
を作成し、実情に応じて人権教育を推進した。

教職員
・平成２１年５月から平成２２年１月にかけ、市内全幼
稚園（４園）及び小中学校（４７校）を定例訪問し、人
権教育を積極的に展開するよう指導した。
・平成２１年１１月２４日に人権教育主任者会を実施
（参加者 ４５人）。平成２１年８月２０日には校長会
（参加者４７人）、１０月１日には教頭会（参加者４３
人）、また平成２１年７月３１日には初任者研修を実施
し、教職員の人権意識の向上と、人権教育の積極的な推
進に向け指導した。

教職員の人権意識の向上を図ることに
より、より充実した「人を大切にする
教育」を推進することができた。

平成２２年度も継続的指
導。
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進に向け指導した。

　　６．女性の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

各種講座・講演会等
の啓発活動

男女共同参画に関する各種講座・講演会を開催し、固定
的な性別役割分担意識の見直しを図る。

男女共同参画
推進室

○講座・講演会等を開催した。
再就職準備セミナー（４回開催 参加者５２名）、人権
講座（参加者３４名）、コミュニケーション講座（２回
開催 参加者６５名）、料理教室（２回開催 参加者６
３名）、介護講演会（参加者８０名）、男女共同参画ス
テップアップ講座（参加者２５名）、女性と防災を考え
る講座（３回開催 １１０名）、男女共同参画講演会
（参加者　１５６名）

男女共同参画に関する各種講座・講演
会を開催することにより、固定的な性
別役割分担意識の見直しや、様々な分
野の活動に男女が共に参画することが
できる男女共同参画意識の向上が図ら
れた。

平成２２年度も継続実
施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

審議会等委員への女
性の参画促進

市役所各課における審議会等委員会への女性比率目標を
３０％とするとともに、女性委員のいない審議会等の解
消に努める。（女性の登用率は、２６．３％（平成２０
年４月現在））

各課 平成２１年度の田辺市における審議会等委員会の女性比
率は、２７．７％となった。（男女共同参画推進室）

○田辺市体育指導委員協議会 ５７名（男性３６名・女
性２１名）　女性登用率３６．８％
○田辺市スポーツ賞選考委員会 １３名（男性１３名・
女性０名）　女性登用率０．０％（スポーツ振興課）

昨年度と比較して１．３ポイント増加
し、女性の参画率が３０％を超えてい
る審議会等委員会も１委員会増となっ
た。しかし、委員構成が充て職となっ
ている場合、その職に就いている女性
が少ない。審議会等委員会の審議内容
に関する知識・経験を有する女性の専
門家が少ない。各種団体から推薦され
る委員はその団体の会長等役職者がほ
とんどであるため女性の参画が進まな
いなどの問題点がある。（男女共同参
画推進室）

田辺市体育指導委員協議会委員は、各
地域の公民館からの推薦により委嘱し
ており、３６．８％の女性登用率であ
るが、田辺市スポーツ賞選考委員につ
いては、構成委員が当該団体の代表者
となっており、女性の団体代表者が少
ないため女性登用率が上がらない。
（スポーツ振興課）

平成２２年度も公募制度
の導入や、各種団体の役
職にかかわらず女性の適
任者を推薦していただく
など、女性の視点が市の
施策等に反映されるよ
う、引き続き女性比率目
標達成に向け取り組みを
推進する。（男女共同参
画推進室）

委員選出団体に対して、
できるだけ女性代表者の
起用を依頼する。（ス
ポーツ振興課）

ＤＶやセクシュア
ル・ハラスメントを

ＤＶやセクシュアル・ハラスメントを防止するための啓
発活動を行う。

男女共同参画
推進室

○ＤＶを防止するため啓発活動を実施した。
・男女共同参画啓発誌「ゆう」にＤＶに関する記事を掲

「女性に対する暴力をなくす運動期
間」にあたり、「広報田辺」において

ホームページにおいても
ＤＶやセクシュアル・ハ
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ル・ハラスメントを
防止するための啓発
活動

発活動を行う。 推進室 ・男女共同参画啓発誌「ゆう」にＤＶに関する記事を掲
載（年４回発行）
・「女性に対する暴力をなくす運動期間」にあたり、
「広報田辺」１１月号にＤＶに関する記事を掲載
・「女性に対する暴力をなくす運動期間」にあたり、街
頭啓発を実施
・“ＳＴＯＰ ＴＨＥ 暴力”等ＤＶに関する冊子を案
内カウンターに配置し提供
○セクシュアル・ハラスメントを防止するため啓発活動
を実施した。
・“悩んでいませんか？職場でのセクシュアル・ハラス
メント”等セクシュアル・ハラスメントに関する冊子を
案内カウンターに配置し提供

間」にあたり、「広報田辺」において
も記事掲載をすることにより人権侵害
であるＤＶについての認識を広めるこ
とができた。

ＤＶやセクシュアル・ハ
ラスメントについての記
事を掲載する。

女性電話相談
（再掲）

女性が抱える様々な悩みに電話による相談を実施する。
（月曜日から金曜日　午前９時～正午まで）

男女共同参画
推進室

　4．相談支援体制の推進（１１ページ）を参照

「田辺市男女共同参
画プラン」の推進

田辺市における男女共同参画に関する施策を総合的・計
画的に推進していくために、「田辺市男女共同参画プラ
ン」に基づいて、各施策の取り組みを推進する。

男女共同参画
推進室

各課においては男女共同参画社会の実現に向け、具体的
施策として掲げた個々の施策の推進に取り組んだ。ま
た、平成２１年度の進捗状況を点検・評価することによ
り進行管理を行った。

概ね男女共同参画プランに沿った取り
組みができている。

平成２２年度も継続実
施。男女共同参画に関す
る施策の重要事項を審議
する男女共同参画懇話会
からいただいた意見を施
策に反映させる。

住民基本台帳事務に
おける支援措置

ＤＶ及びストーカー行為等の被害者に係る閲覧請求及び
住民票の交付請求並びに戸籍の附票の交付請求に関し
て、加害者が被害者の住所を探索することを防止し保護
する。

市民課 事業継続中。 以前からの申請者の継続申請に加え、
新規の保護申出の件数も減ることはな
く、対象者が増加している。

保護対象者の住民票等の
交付については、今後も
より注意深く対応してい
く。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

女性消防分団の設立 団本部付けの女性消防団員の採用を行い、平成２１年度
以降で、女性消防分団を設立する。

消防総務課 平成２１年４月１日に女性消防分団を設立した。 これまでの消防団は男性中心の組織で
あったが、時代に即した新しい消防団
として、その活動に女性の能力を生か
せる体制ができた。
消防団活動は、災害に直接対処する

だけでなく、高齢者や地域社会に対す
る予防活動を重視しなければならない
ようになっており、このような社会的
背景の中、女性消防団員の活躍が大い
に期待される。

平成２１年度完了。

田辺消防署へ女性消
防吏員用仮眠室等の
設置

田辺消防署庁舎を改築し、女性消防吏員用仮眠室、浴
室、便所等を設置し、女性消防吏員を配置する。

消防総務課 平成２１年で３名の女性消防吏員を田辺署に配置した。
なお、１名は、平成２２年９月３０日までの予定で育児
休暇中である。（田辺消防署及び中辺路大塔消防署以外
の庁舎へ女性消防吏員用仮眠室、浴室、便所等を設置
し、女性消防吏員の就業場所の増加を図る。）

田辺消防署へ女性消防吏員用仮眠室等
を設置したことで、就業できる消防署
が増加し、男性と同様に勤務に就くこ
とが可能となった。

北分署、上富田消防署及
び本宮消防署でも同様の
施設整備が必要である。

女性消防団員の火災
予防啓発活動、救急
講習活動等の充実

女性の能力を生かした火災予防啓発活動や救急講習活動
等を実施する。

消防総務課 消防団活動は、災害に直接対処するだけでなく、高齢者
や地域社会に対する予防活動を重視しなければならない
ようになっており、このような社会的背景の中、女性消
防団員の活躍が大いに期待される。

救急講習指導員としての知識及び技術
の向上を図る必要がある。

平成２２年度以降も継続
的に実施予定。
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　　７．子どもの人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

たなべ人権フェス
ティバル

子どもたちに人権の根幹となる豊かな感性を育成するた
め、発達段階に応じた子ども向けのミュージカル（就学
前・小学生低学年が主な対象）を開催する。

人権推進課 平成２１年１１月２８日（土）に、第一部「歌のおねえ
さんとみんなの輪」、第二部ミュージカル「金のオノ銀
のオノ」の内容で開催。参加者約１，０００名。

就学前、小学生低学年を主な対象とし
た市全体の事業として効果があり、希
望者も多い。

平成２２年度も継続実
施。

児童館活動（子ども
を育成する活動）

児童館では子どもの異年齢による集団遊びや各種活動等
を通して、子どもの協調性や社会性を育成するとともに
子どもたちが命を大切にすることや人を思いやる心、仲
間意識を育成するための活動を意識的に行う。

田辺市児童館 ・野外活動　キャンプ、ハイキング、畑づくり
・スポーツ活動 卓球大会、グランドゴルフ大会、カ
ヌー教室、ドッジボール大会、ちびっこ相撲大会、少林
寺拳法教室、バドミントン大会、 ミニバスケット教室
・文化活動 料理教室、おやつ作り、工作教室、オセロ
大会、もちつき会、人形劇、文化祭、館祭り、英語で遊
ぼう、外国文化にふれる会、クリスマス会、本の読み聞
かせ、おり紙教室、生花教室、茶道教室、七夕の集い
手話教室
・学習活動　計算教室、自主学習･学びの部屋
・奉仕活動　公園清掃、福祉施設での奉仕
・サークル活動　中学生クラブ
･ 広報活動 児童館だよりの発刊、田辺市ホームページ
掲載

放課後や土曜日・休日に定例活動や行
事活動等を実施することができた。ま
た、毎月の児童館だよりや田辺市の
ホームページ掲載など校区全体に情報
を発信しており、多くの子どもが児童
館活動に参加している。また、子ども
が安心して遊べる場「居場所」とし
て、親の意識に定着しつつある。
しかし、少子化や学校週５日制に伴い
放課後時間が短くなったこと、趣味の
多様化により児童館の利用者が減少傾
向にあり、特に中学生の利用は学校行
事、クラブ活動、塾などがあり小学生
に比べても少ない状況である。また、
田辺市には三児童館があるが、その活
動範囲は各館１小学校区、１中学校区
に限られ、田辺市すべての子どもを対
象とすることが困難である。

平成２２年度以降も継続
して実施していきたい。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

児童館活動（地域活
動を推進する活動）

学校や隣保館、地域の各種団体と連携し、地域ぐるみで
子どもを守り育てる活動・ネットワークづくりを児童館
が中心的な役割を持ちながら積極的に進める。また、子
どもクラブ等の活動を支援するとともに、リーダーの育
成に取り組む。

田辺市児童館 南部センターフェスティバルの開催
夏の子どもを守る運動懇話会の開催
夏の巡回補導実施
児童館祭開催
田二小校内バスピン大会協力
リーダー育成講座開催
天神町教育を進める会事業(盆踊り、公園清掃実施他)
西部サマーキャンプの実施
みんなでつくる夕涼み会実施

地域にある市の施設と連携をしながら
町内会や関係団体と共に児童館まつ
り、南部センターフェスティバルや盆
踊り大会、夏の子どもを守る運動等に
取り組むことができました。人と人の
つながりを大切にしながらの子どもを
中心に据えた活動は、すべての人が安
心して暮らせる地域づくり、人づくり
につながると考える。地域の拠点とし
て児童館が中心的な役割を果す中で、
関係機関と連携しながら地域の子ども
と大人、大人と大人を結びつけていく
活動を今後、より進めていくことが大
切である。また、子供クラブ活動への
協力・支援を通して、リーダー育成に
努めていくことが大切である。

平成２２年度以降も継続
して実施していきたい。

体験活動の実施 児童生徒の「豊かな心」の育成と人権意識の向上を図る
為に、教育活動の中に体験的活動を積極的に取り入れ
る。

学校教育課 市内全中学校２年生を対象に、５日程度の職場体験学習
を実施。市内殆どの小学校（５年生）において宿泊体験
を実施。
各学校の実情に応じて、福祉体験活動及び自然体験活動
などを取り入れた。

様々な体験活動を取り入れることによ
り、児童生徒に豊かな心を育成するこ
とができた。また、体験活動を実施す
る際には安全対策を充分にとることが
大切である。

平成２２年度も継続実
施。
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などを取り入れた。
田辺市立龍神中学校において、文部科学省指定の「豊か
な体験活動事業」（長期宿泊体験）を実施した。

大切である。

体罰やいじめの根絶 児童生徒一人一人に対してよりきめ細やかな指導ができ
るよう各学校に指導する。

学校教育課 各学校の実情に応じて、アンケート調査や児童会・生徒
会活動を中心にきめ細やかな指導を行った。

各学校の取り組みにより、大きな生徒
指導上の問題は発生しなかった。

平成２２年度も継続実
施。

児童問題対策地域協
議会の設置運営、子
どもの虐待防止講演
会

児童問題対策地域協議会において「児童虐待」防止につ
いてケース検証会議等を開催する。また同会主催で11月
の児童虐待防止月間中に「子どもの虐待防止講演会」を
開催する。

子育て推進課 講演会については平成２１年１２月１９日（土）開催。
講師、花園大学教授 橋本和明氏 演題「虐待や非行を
考えよう」。　１０１名参加。

講演会については「児童虐待」とい
う重くかつ専門的なテーマであるた
め、参加者は関係者が大半を占め広く
一般市民を集客することは難しい。
また、旧４町村地域で開催すると更

にその傾向は大きくなると見込まれる
ためどうしても旧田辺市内での開催と
なってしまう。

平成２２年度以降も継続
予定。

児童館活動（子育て
家庭を支援する活
動）

子育ての中で悩みや孤立感を感じる保護者に対して、教
育相談を行う。また、子育て講座を実施し、家庭教育の
充実を図るとともに関係機関と連携し、子育て家庭を支
援する活動を行う。また、乳幼児と保護者を対象にフ
リースペースちびっこを開設し、子どもが安心して遊べ
る場、子どもや保護者の交流の場を提供する。

田辺市児童館 月二回教育相談の日を位置づけて実施
学校や関係機関と連携して定期的な家庭訪問の実施
子育て講座や集いの実施
乳幼児と保護者を対象にフリースペースちびっこを開設
し、子どもが安心して遊べる場、子どもや保護者の交流
の場の提供

教育相談の日を位置づけ実施すること
ができました。相談家庭や課題のある
家庭については、学校や関係機関と連
携を取りながら定期的に家庭訪問を行
い、担任や保護者と話し合いを進めて
います。また、就学前の乳幼児と保護
者を対象にフリースペースちびっこを
開設しており、子どもや保護者の遊び
や交流の場であり、子育てに対する悩
みや孤立感を解消することができると
思われる。しかし、田辺市内の三児童
館の活動対象範囲は限界があり、小中
学校区に限られる。

平成２２年度以降も継続
して実施していきたい。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「田辺市次世代育成
支援行動計画」に基
づいた施策の推進

平成１７年度に、平成１７年度から２１年度のまでの５
年間の前期計画として策定した。田辺市が少子化社会に
対応して、今後目指していくまちづくりの具体的な施策
について取りまとめている。行動計画においては、目標
事業量の設定、個々の事業の推進状況の点検・評価によ
り進行管理を行い、地域の事情や特性に応じた事業や
サービスのあり方を検討し、効果的な事業実施を進め
る。

子育て推進課 平成１７年５月に策定した「田辺市次世代育成支援行動
計画」の見直しを行い、平成２２年度から２６年度を後
期計画として策定した。
また、次世代育成支援対策推進委員会で計画に掲載され
ている事業について点検・評価を行った。

少子化対策に向けた事業を実施してい
る。

平成２２年度以降も継続
予定。

子育てしやすい環境
づくり

安心して子どもを生み育てやすい環境を整え、子どもを
心身ともに健やかに育てるため、思春期、妊娠期から子
育て期に、健診・相談健康教育等の事業を実施する。

健康増進課 ・思春期ふれあい体験学習
・田辺市一般不妊治療費助成事業、田辺市特定不妊治療
費助成事業
・妊婦健康診査費助成事業、田辺市第三子以降に係る妊
婦健康診査費助成事業
・マタニティスクール、パパママ教室
・妊婦訪問、こんにちは赤ちゃん事業（新生児訪問を含
む）、養育支援訪問事業、乳幼児訪問
・乳幼児健診・相談事業
・育児学級、親子教室
・発達相談
・予防接種事業

こんにちは赤ちゃん事業は全戸訪問を
目指しているが、訪問率は８割となっ
ている。
子どもの健やかな発達を促し、また病
気や障害の早期発見、早期療育のた
め、受診率、接種率向上に努め、高い
受診率を得られました。
妊婦検診に係る経済的負担の軽減を図
ることで、妊婦の健康管理を充実する
ことができました。

こんにちは赤ちゃん事業
の訪問率向上に努める。
虐待予防の観点から、訪
問等で検診未受診者の状
況把握に努める。
発達課題等がある児童の
相談体制や就学に向けて
の支援のため、５歳児ア
ンケート及び発達相談を
モデル実施する。
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・予防接種事業

　　８．高齢者の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

住民バス運行事業の
再編整備

過疎地（公共交通機関不通地域）における、交通弱者等
の日常生活の利便向上を図ることを目的に、地域住民の
交通手段の確保に努める。

企画広報課 大塔行政局管内において、高額補助路線あった鮎川から
三川・富里地区の路線バスの運行廃止に伴い、住民バス
を導入した。
住民バスの運行については、路線バスの運行地域に加
え、これまで路線バスが運行していなかった五味・古
守・保の平地区等を運行することで、公共交通空白地域
の解消を図るとともに地域住民の交通手段の確保に努め
た。

田辺市における公共交通施策の再構築
に関する調査において、田辺市の公共
交通再編に向けた方向性が明確化さ
れ、結果、龍神行政局から日高川町川
原河間と、大塔地域の鮎川から三川・
富里地域間の住民バス運行が実現し
た。
課題としては、他の地域における移動
手段の効率化とサービスの拡充が求め
られている。

田辺市における公共交通
施策の再構築に関する調
査結果に基づき、順次効
果的効率的な交通システ
ム導入を検討する。

田辺市高齢者虐待防
止ネットワーク委員
会の開催

地域包括支援センターの業務である権利擁護事業の中
で、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による虐待
を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に
実施するため、関係機関と連携し、高齢者虐待防止ネッ
トワーク委員会を開催する。

やすらぎ対策
課

平成２１年７月２９日に第１回目、２２年２月２４日に
第２回目の委員会を開催した。その他、緊急ケースにつ
いて、個別ケース検討会を２１年６月３日、２２年１月
２６日、２月２４日に開催した。

重度要介護認定者への緊急避難的な場
所の確保が必要。自治振興課、消防本
部など庁内での連携の他、介護事業
所、医療機関などの関係機関との連携
ができてきている。

より多くの関係機関との
連携のため、ネットワー
ク委員を増員するととも
に、個別ケース検討会の
積極的な活用を図る。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

隣保館デイ・サービ
ス事業

障害者及び高齢者等の自立を助長し生きがいを高めるた
めに、創作・軽作業、日常生活訓練等を行う。

南部･西部･芳
養センター

デイ・サービスセンターに設置している電位治療器（ヘ
ルストロン）・健康ぶら下がり器等の健康器具を利用し
た機能回復訓練、高齢者の歩行訓練を実施した。
高齢者の福祉の増進を図るための配食サービスを１１月
１８日に実施。 対象者３６名（６５才以上の寝たきり
の方や７０才以上の一人暮らしの方）

配食サービスは自主防災の食料班が中
心に地域ボランティアの参加で実施し
ている。デイサービスセンターの利用
者数は広報啓発等により増加してい
る。

利用者から要望の高かっ
た「全身マッサージ機」
を購入設置し利用者数の
増加を図る。

高齢者の生きがいと
健康づくり推進事業

高齢者が家族・地域等社会の各分野で、豊かな経験と知
識・技能を生かし、高齢者の生きがいと社会参加を促進
するため、５つの老人クラブ連合会と委託契約を結んで
老人クラブの活動を基本に実施する。

やすらぎ対策
課

旧田辺市については連合会及び地区毎に、旧町村につい
ては、連合会毎に下記の事業等を実施。

・グラウンドゴルフ大会（５／２８，７／３０，９／２
４、１１／７、１１／１０、３／１４、３／２７） 計
４２４名　参加
・演芸大会（１１／１４、１１／１５、１１／２９、２
／２３）　計　８７５名（観客含）参加
・カラオケ大会等（１２／５、１／７） 計６３３名
（観客含）参加
・陶芸体験教室（７／１４）　計１９名　参加
・ちぎり絵教室（６／２５、９／７、１２／９）
　　　　　　　　　　　　　　　計１３８名　参加
・ボウリング大会（１０／１４）　計６２名　参加

高齢者の生きがいと健康づくりには欠
かせない事業である。
事業については、趣向を凝らした取

り組みが行われ継続実施している事業
が多い。

平成２２年度事業につい
ては、実施内容を検討中
だが、今後も継続して実
施していきたい。
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・ボウリング大会（１０／１４）　計６２名　参加
・手芸教室（６／１１）　計２６名　参加
・フラワーアレンジメント（９／１、１２／３、１２／
１０、１２／３１）　　計１１２名　参加

紙おむつ等購入費支
給事業

要介護１～３に認定され、かつ常時失禁がある等、紙お
むつ使用の必要性が認められる市民税非課税世帯に属す
る要介護者を現に在宅で介護している家族等に介護用品
購入費を支給する。

やすらぎ対策
課

延べ３０５件、２，９４２，９１６円支給 高齢者とその家族の経済的負担を軽減
できたと思われる。

平成２２年度も継続予
定。

家族介護用品購入費
支給事業

要介護４または５に認定されている市民税非課税世帯に
属する要介護者を現に在宅で介護している家族等に介護
用品購入費を支給する。

やすらぎ対策
課

延べ３８４件、７，８４５，１１３円支給 高齢者とその家族の経済的負担を軽減
できたと思われる。

平成２２年度も継続予
定。

家族介護慰労事業 要介護４または５に認定され、市民税非課税世帯の在宅
介護者が、過去１年間介護サービスを受けなかった場合
に、現に介護している家族に慰労金10万円を贈呈する。

やすらぎ対策
課

１００，０００円×４名＝４００，０００円支給 当該家族の身体的、精神的及び経済的
負担の軽減、要介護高齢者の在宅生活
の維持及び向上を図れたと思われる。

平成２２年度も継続予
定。

緊急通報装置貸与事
業

市内のひとり暮らしの高齢者及び身体障害者に対し、緊
急通報装置を貸与することにより、急病又は災害等の緊
急時に迅速かつ適切な対応を図る。

やすらぎ対策
課

市内のひとり暮らしの高齢者及び身体障害者に対し、緊
急通報装置を貸与することにより、急病又は災害等の緊
急時に迅速かつ適切な対応を図る。
緊急通報装置は、利用者が緊急ボタンを押すことにより
消防署へ通報され、必要に応じ消防暑から利用者の近所
に住んでいる協力員へ連絡される。

ひとり暮らしの高齢者等が近所に住む
協力員の協力により、安心して生活が
送れる。

平成２２年度も継続予
定。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

徘徊高齢者家族支援
サービス事業

徘徊行動が認められる認知症高齢者を介護する家族に対
し、徘徊高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシステ
ムを利用し、その居場所を伝えることで事故を未然に防
止し、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。

やすらぎ対策
課

徘徊行動が認められる認知症高齢者を介護する家族に対
し、徘徊高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシステ
ムを利用し、その居場所を伝えることで事故を未然に防
止し、家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
徘徊高齢者が探索器を所持することにより、現在位置が
確認できる。

介護する家族の身体的・精神的負担が
軽減されている。

平成２２年度も継続予
定。

田辺市シルバー人材
センター運営費補助
金の交付

高齢者の方々が長年培ってこられた知識・経験・技能を
活かし、福祉の受け手ではなく、地域社会の担い手とし
て生きいきと働く、あるいはボランティア活動をはじ
め、様々な社会活動の参加につなげるために補助金を交
付する。

やすらぎ対策
課

シルバー人材センターでは、定年退職後、常用雇用は望
まないが、自己の労働能力を活用することにより収入を
得るとともに、自らの生きがいの充実、社会参加を希望
する高齢者に対し、臨時的かつ短期的な仕事を組織的に
提供しています。また、高齢者の方々が長年培ってこら
れた知識・経験・技能を活かし、福祉の受け手ではな
く、地域社会の担い手として生きいきと働く、或いはボ
ランティア活動を始め、様々な社会活動の参加につなげ
ていただいている。本部を始め、各行政局管内の支部に
対する人件費補助を行った。

シルバー人材センターでは、合併後
は、各管区内に支部を設け、地域住民
の方々に対し、安心して支援を依頼し
ていただけるよう努めていただいてい
る。

平成２２年度も継続予
定。

田辺市高齢者保健福
祉計画２００６に基
づいた施策の推進

介護予防事業、介護保険事業の充実に向けた取組み及び
健康寿命の延伸、地域ケア体制の構築についての取組み
を推進する。

やすらぎ対策
課

○　田辺市高齢者保健福祉計画策定委員会の開催
全体委員会 ２回 、高齢者保健福祉部会 ２

回、介護保険事業部会　３回

平成２０年度は、計画どおり田辺市高
齢者保健福祉計画策定委員会を開催
し、「田辺市高齢者福祉計画」「田辺

策定した計画をもとに、
本市の高齢者福祉施策の
推進を図るとともに安定
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づいた施策の推進 を推進する。
　１．認知症高齢者支援対策の推進
　２．高齢者の生きがいづくり対策の推進
　３．地域総合ケアシステムの確立と介護予防
　　の推進
　４．介護保険サービスの充実
　５．やさしいまちづくりの推進
　６．人材の確保・養成

回、介護保険事業部会　３回
○ 上記の委員会での協議をもとに、平成２１年度から
２３年度の３年間の「田辺市高齢者福祉計画」及び「田
辺市第４次介護保険事業計画」の計画を策定した。
　高齢者福祉計画の施策体系
　　１．社会参加の促進を図る。
　　２．在宅生活を支援する。
　　３．施設サービスの充実を図る。

　第４期介護保険事業計画
３年間の介護保険総給付費 約１９７億円 第１号

被保険者保険料基準額 月４，７８２円（前回基準額
５，２４３円）

し、「田辺市高齢者福祉計画」「田辺
市第４期介護保険事業計画」を策定す
ることができた。

推進を図るとともに安定
した介護保険制度の維持
に努める。

田辺市長寿プラン２
００９に基づいた施
策の推進

高齢者が生きがいをもって、社会参加できる地域づく
り、高齢者の自立を支える福祉事業の地域づくり、高齢
者のQOLの向上、介護予防事業、介護保険事業の充実、地
域ケア体制の構築のため、次の取り組みを推進する。
　１．高齢者が生きがいづくり対策の推進
　２．高齢者総合サービス提供体制の推進
　３．介護予防事業の充実
　４．高齢者の権利を守る社会の実現
　５．介護保険制度の適正な管理運営

やすらぎ対策
課

○　田辺市高齢者福祉計画策定委員会の開催
　　全体委員会　１回（平成２２年３月２５日）
○ 平成２１年度から２３年度までの計画である「田辺
市高齢者福祉計画」及び「田辺市第４次介護保険事業計
画」（田辺市長寿プラン２００９）の進捗状況について
点検を行った。

国の介護基盤緊急整備特別対策事業等
により、認知症対応型共同生活介護施
設等次期計画期間に整備が必要と見込
まれる介護サービス提供基盤を一部先
行して整備するとともに、平成２２年
度に地域包括支援センターのサブセン
ターを設置できるよう取り組みを行っ
た。しかしながら、目標を達成できな
かった事業もあった。

策定した計画をもとに、
本市の高齢者福祉施策の
推進を図るとともに安定
した介護保険制度の維持
に努めるとともに、目標
値を下回る事業について
は、計画期間内に達成で
きるよう取り組みを強化
する。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「都市計画マスター
プラン」の策定

平成20年、21年で策定する都市計画マスタープランを
「田辺市高齢者保健福祉計画２００６」及び「県の福祉
のまちづくり条例」に基づいて策定し、計画段階からバ
リアフリーを盛り込む。

計画課 田辺市都市計画マスタープラン策定委員会の開催…マス
タープラン（案）を議論 ４回開催（５/２０、９/１
５、１０/３０、１/２８）
市民意見募集…マスタープラン（案）について、市民意
見を募集　期間（１１/１０～２５）
田辺市都市計画審議会への報告（Ｈ２２．２．１９）
田辺市議会への報告（Ｈ２２．３）
田辺市都市計画マスタープランの策定…Ｈ２２．３．３
１策定

このマスタープランにおいて、バリア
フリー・ユニバーサルデザイン・市民
参画等に配慮した都市計画を進めてい
く方針付けを行っている。

今後は、この田辺市都市
計画マスタープランに基
づき、道路・公園等の具
体的な都市計画事業を推
進していく。

建築物の設計、改修
等

建築物の計画、改修時に「田辺市高齢者保健福祉計画２
００６」及び「県の福祉のまちづくり条例」に基づきバ
リアフリー化を推進する。

計画課 明洋第二公園便所新築にあたり、「県の福祉のまちづく
り条例」に基づく設計を行い、届出を提出、工事完成。
東陽中学校校舎・東部公民館建築にあたり「県の福祉の
まちづくり条例」に基づく設計を行い、届出を提出、工
事完成。
田辺第一小学校校舎・中部公民館建築にあたり「県の福
祉のまちづくり条例」に基づく設計を行い、届出を提
出、工事完成。

条例によって、届出義務のある建物
は、条例の設計指針に基づき設計を行
い届出を提出している。
それ以外の建物も、可能な限り、条例
の設計指針に基づき設計を行い、新
築、改修を行っている。

新築、改修時の、条例の
設計指針に基づく設計だ
けでなく、既存の建物も
「福祉のまちづくり条
例」に基づいた、改修を
行ってゆくように、各施
設管理者と打ち合わせて
いく。
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　　９．障害者の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

障害者週間にあわせ
た街頭啓発活動

障害者週間中（１２月３日から９日）に、自動車を使っ
た街頭宣伝活動を行うとともに、障害者団体と一緒に、
障害者施設が作った啓発グッズ等を配布し、障害者に対
する理解を深めてもらう活動を行う。

やすらぎ対策
課障害福祉室

平成２１年１２月３日に市内スーパー（田辺市２箇所、
上富田町、白浜町、すさみ町各１箇所、計５箇所）の協
力を得て実施。

平成２２年度も継続実
施。

聴覚障害者用の１１
９番通報用ファクシ
ミリ等の運用

ファクシミリや電子メールを利用し、聴覚障害者からの
１１９番通報を受信するとともに、災害情報等を提供す
る。

消防総務課警
防室

別紙「緊急通報装置等の利用状況」のとおり 運用上で特に問題や課題はない。 平成２２年度以降も継続
実施。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

福祉的就労の場であ
る就労継続支援、就
労移行支援を利用す
る障害者に対する支
援事業

本支援事業を利用する障害者に対して、就労意欲の向
上、個人負担の軽減のため、通所にかかる交通費と利用
者負担の一部を補助する事業を実施する。

やすらぎ対策
課障害福祉室

平成２１年度においても、通所にかかる交通費と利用者
負担の一部を補助する事業を実施した。

障害者の就労意欲の向上、負担の軽減
につながっている。

障害者自立支援法の廃止
が決定され、遅くとも平
成２５年８月までには、
それに変わる法律が施行
される予定になってい
る。総理府に設置された
「障がい者制度改革推進
会議」において、その内
容等が協議されており、
今夏には、一定のとりま
とめがおこなわれること
になっていることから、
その動向を見ながら対応
していく必要がある。

職員向け障害者研修
の実施

毎年８月にやすらぎ対策課主催による「障害児サマース
クール」に新採職員を参加させる。

総務課 平成２１年８月３日から１１日の間に実施された「障害
児サマースクール」に新採職員７名を参加させた。

障害者に対する意識の向上が図られ
る。

定期的、計画的に参加さ
せていく。

障害者施設の建設に
対する市所有地の提

障害福祉計画では、施設入所者の一割以上が地域へ移行
する計画となっているため、地域移行の受け入れ先とし

やすらぎ対策
課障害福祉室

３法人から利用の申し出に基づき、そのうち、２法人は
市財産の一時使用許可により、施設建設にむけ取り組ん

今回の利用の申し出の結果、土地の９
割程度が利用されることになることか
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対する市所有地の提
供

する計画となっているため、地域移行の受け入れ先とし
て、グループホーム・ケアホームの確保や就労継続支
援・就労移行支援等の就労の場の確保が、これまで以上
に必要となってくる。
今後、社会福祉法人が、そうした施設の建設の場とし
て、市に協力を求めてきた場合には、芳養町田中の市所
有地を紹介し、提供する予定にしている。

課障害福祉室 市財産の一時使用許可により、施設建設にむけ取り組ん
でいる。また、１法人は、施設建設に向けて、補助金等
を含め県等と協議を行っており、正式決定の後には正式
な貸し出しとなる。

割程度が利用されることになることか
ら、今後、新たに提供のできる土地が
あるのかどうか、検討・協議の必要が
ある。

ペットボトルリサイ
クル業務及び容器包
装プラスチックリサ
イクル業務の委託

プラスチック類をリサイクルすることにより、循環型社
会の推進と最終処分場の延命化を目的に『田辺市障害者
計画及び障害福祉計画』に基づき、市業務の障害者団体
への委託に努める。

廃棄物処理課 ペットボトルリサイクル業務と容器包装プラスチックリ
サイクル業務の委託を行った。

評価
一般就労への移行の促進に寄与できて
いると思われる。
問題点
昨年も問題点として、記載しておりま
すが、平成２１年２月１９日、容器包
装プラスチックリサイクル施設で作業
終了後、清掃中に利用者がベルトコン
ベアに巻き込まれる事故が発生した。
幸いにも大事に至らなかった。その
後、設備を改善すると共に、作業につ
いても見直しを行った結果、特に問題
点は発生していない。

平成２２年度も継続して
委託する。
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

「田辺市障害者計
画」及び「障害福祉
計画」に基づいた施
策の推進

平成１９年３月に、１８年度から２３年度までの６年間
の計画として策定した。
障害者計画において、田辺市における障害者施策全般に
かかわる理念や基本的な方針、目標を定めている。
障害福祉計画では、田辺市における障害福祉サービスを
どの程度確保していく必要があるのかを年度ごとにその
数値を示し、その推進に努める。

やすらぎ対策
課障害福祉室

第１期計画の平成１８年度から２０年度までの３年間の
実績に基づき、２１年度から２３年度までの第２期計画
を新たに策定した。
別途のとおりの実績となった。

各障害福祉サービスの見込量の達成が
できるように、市と障害福祉サービス
提供事業者等関係者との連携が課題。

引き続き、計画の推進に
取り組むが、現在の計画
は２３年度までであり、
２４年度以降の計画の基
本的な考え方について
は、今後、障害者自立支
援法に変わる新しい制度
の協議と平行して行われ
るものと思われる。た
だ、２４年度以降の計画
を策定するためには、２
３年度には国が基本方針
を示す必要があるが、そ
の頃にはたして方針を示
すことができるのか、ま
だわからない。

「田辺市バリアフ
リー基本構想」の推
進

基本構想におけるＪＲ紀伊田辺駅、市役所本庁、市民総
合センター及び紀南文化会館とそれらの施設を結ぶ主な
道路のバリアフリー化を推進する。

やすらぎ対策
課障害福祉室

①バス会社のノンステップバスの購入
　　　　　　龍神自動車１台購入、明光バス２台購入
②県道田辺龍神線（海蔵寺通り）の整備
　　　　　　　両側歩道の整備、誘導ブロックの整備
③紀南文化会館の障害者用便所の改善

バリアフリー基本構想に示された計画
がほぼ予定通り実施できた。

残された整備について、
今後も担当者と連携を図
り対応する。
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③紀南文化会館の障害者用便所の改善
　　　　　　　　　　　オストメイト対応設備を設置
④バリアフリー対応型信号機の整備
重点地区内のいくつかの信号機を対象に整備、白杖対応
音声案内装置の設置（紀南文化会館前信号）、思いやり
信号機の設置（アオイ交差点）、歩行者用灯器の設置
（新屋敷交差点、港東交差点）、バリアフリー対応型信
号機の設置（湊交差点）
⑤駅構内への障害者用トイレの設置及び一般用トイレの
入り口の段差解消　等

ＪＲ紀伊田辺駅のバ
リアフリー化推進事
業

ＪＲ紀伊田辺駅の跨線橋（一般自由通路）に沿わせる形
で、新しくホームをつなぐエレベーターを完備（各ホー
ム１基の計２基）した跨線橋を新設することにより、バ
リアフリー化を実現する。
本事業においては、エレベーターの他、手摺り、誘導ブ
ロック、音声案内システム等の整備もあわせて行う。

企画広報課 平成２０年度に、エレベーターを完備（各ホーム１基の
計２基）した跨線橋を新設。
併せて、階段手摺り、誘導ブロック、音声案内システム
等の整備も行い、バリアフリー化を図った。
平成２１年度は、ホームに多目的便所を設置しバリアフ
リー化を図った。
事業主体はＪＲ西日本で、国、県、市が補助を行った。

長年の課題が解消し、田辺市のバリア
フリー施策の主要事業として評価でき
る。

平成２１年度において完
了。

「都市計画マスター
プラン」の策定
（再掲）

平成２０年、２１年で策定する都市計画マスタープラン
を「田辺市障害者計画」並びに「田辺市障害福祉計画」
及び「県の福祉のまちづくり条例」に基づいて策定し、
計画段階からバリアフリーを盛り込む。

計画課 　８．高齢者の人権（２１ページ）を参照
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

社会体育施設のバリ
アフリー化に向けた
整備

市内の社会体育施設において、障害者が車椅子での利用
が出来るように、スロープ等、可能な限り施設の整備充
実を図る。

スポーツ振興
課

○龍神広場便所新設に伴い障害者用トイレ（ウォシュ
レット付き）１基を整備。
○本宮体育館入り口に車椅子用スロープを新設。
○大塔武道館前車椅子用スロープの修繕。

平成２１年度実績として障害者用トイ
レ及び車椅子用スロープの整備を行う
ことにより、施設利用者の利便性の向
上を図ることができたが、全般的に老
朽化が進んでいる施設が多いため、充
分な対応ができていない。

今後においても、ユニ
バーサルデザインやバリ
アフリー化に留意し、障
害者の方が利用しやすい
施設整備に心掛ける。

建築物の設計、改修
等
（再掲）

建築物の計画、改修時に「田辺市高齢者保健福祉計画２
００６」及び「県の福祉のまちづくり条例」に基づきバ
リアフリー化を推進する。

計画課 　８．高齢者の人権（21ページ）を参照

①海蔵寺地区沿道区
画整理事業型街路事
業

②都市計画道路元町
新庄道路改良事業

①安全かつ安心して生活できる街路事業、土地区画整理
事業の整備
　・区画整理の施工(市街地環境の整備改善)
　・車道整備並びに歩道設置工事

②道路改良事業に伴い、スムーズな交通移動手段の確保
と交通弱者への保護
　・車道拡幅工事

都市整備課 区画整理の施工進めていく上で、車道整備並びに歩道設
置工事が完了した。

建物工作物等の解体撤去の完了に伴い、車道拡幅並びに
歩道設置工事が完了した。

計画どおり平成２１年度中に優良で安
全な車道の整備並びに歩道の設置が完
了した。

海蔵寺地区内の道路整備工事の完成に
併せて、暫定的な車歩道整備を行い一
方通行区間の解除を行った。

平成２２年度は完了した
区画整理の測量等、残務
処理を行う予定。

平成２２年度からは、暫
定的な車歩道整備で一方
通行区間が解除されてい
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　・車道拡幅工事
　・歩道設置工事

方通行区間の解除を行った。 通行区間が解除されてい
る箇所も含めて本格的な
整備を実施する予定。

道路開設・改良工事
における歩行者の安
全な通行の推進

市道改良工事にあたり、側溝・歩道等の段差解消・滑り
止め施行等、歩行者の安全を図る。

土木課 市道改良工事及び水路改修工事等により、歩行者がより
安全・安心して通行することが出来るように、コンク
リート蓋・グレーチング蓋等については、滑り止めを設
置した。又、水路に蓋がない箇所については、蓋の設置
を行った。

施工することができた箇所について
は、一定の効果があったと考えてい
る。ただ、市道延長が約１３５０kmあ
り、水路に蓋がない箇所もたくさんあ
るので、一気に問題を解決できない。

昨年に引き続き、滑り止
め及び蓋を設置し、歩行
者が安全に通行できるよ
う取り組んで行く。

西牟婁圏域自立支援
協議会の開催

本協議会は、福祉、教育、雇用の関係者(行政、事業者)
で構成し、地域のさまざまな障害福祉の課題について協
議し、それぞれのサービス提供事業者が連携のもと、効
果的で中立・公正なサービス提供ができるよう連携に努
める。

やすらぎ対策
課障害福祉室

年間２回の全体会議を開催（開催日：平成２１年１１月
１８日、平成２２年３月２４日）し、自立支援協議会の
定着化をはかった。
また、西牟婁福祉圏域内（田辺市、みなべ町、白浜町、
上富田町、すさみ町）の障害者福祉施設の場所を地図に
落とした「障害福祉施設資源マップ」、障害福祉サービ
ス事業所を紹介するパンフレットを作成し、関係者に配
布した。

自立支援協議会の組織後、専門部会と
して、「発達障害部会」「障害者就労
支援部会」を設置したが、全体会を含
めた各種会議（全体会、定例会議、事
務局会議及び専門部会議）の効果的な
開催が課題。そのためには、それぞれ
の会議の長と事務局の体制整備が必要
だが、自立支援協議会の法的な位置付
けが不透明な問題もあり、困難な状況
がある。

引き続き、自立支援協議
の定着化を図る。
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　　１０．外国人の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

田辺観光戦略推進事
業

・外国人対応レベルアップ
観光業者に対して、外国人（英語圏）が来訪した際、安
心して観光できるツールを整備する。具体的には、英語
が話せなくても必要な情報を伝達することが可能なコ
ミュニケーションツールを作成する。

観光振興課 外国人対応レベルアップの内容
■田辺観光戦略推進事業
・外国人対応レベルアップ講習会開催
■その他事業
・外国人対応の観光案内職員の配置。
（ふるさと雇用再生特別事業により熊野本宮観光協会及
び田辺観光協会に各１名ずつ英語が話せる職員を配置）
・観光圏事業による観光拠点施設等における案内サイン
及び展示パネルの英語併記。
（世界遺産熊野本宮館、熊野古道館、熊野古道のサイ
ン）

世界遺産登録後、増加する外国人来訪
者に対して言語、文化等の相違による
相互理解のため、語学が苦手な方でも
外国人に対して接客出来る「指さし
ツール」の作成は内外から高い評価を
得ている。また、本年度から田辺・本
宮の両観光協会に英語が堪能な職員を
２名配置した。

継続して実施していきた
い。

ＡＬＴの配置、小学
校での英語活動

小学校においては、英語活動や特別活動、社会等の時間
を通して国際理解に努める。また、中学校では、英語・
社会及び道徳・学活・総合的な学習の時間などを利用し
て国際理解の教育を進める。
それに加え、ＡＬＴを田辺市内に６名配置し、発達段階
に応じた英語活動及び国際理解教育を進める。

学校教育課 小学校においては、英語活動や特別活動、社会科等の時
間を通して国際理解に努めた。また、中学校では、英語
科・社会科及び道徳・学活・総合的な学習の時間などを
利用して国際理解の教育を進めた。
それに加え、市内に６名のＡＬＴを配置し、発達段階に
応じた英語活動及び国際理解教育を進めた。

ＡＬＴの活用により、英語活動及英語
教育が充実し、国際理解教育が定着し
てきた。今後、新学習指導要領の実施
にともない、小学校の更なる英語活動
の充実が課題である。

平成２２年度は新学習指
導要領（小学校）の完全
実施の年度であるため、
特に小学校での英語活動
に重点的に取り組む。
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１１．感染症・難病患者等の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

妊婦、新成人への普
及・啓発

妊娠届出時に「性感染症に関する正しい知識について」
の副読本を配布し、普及と啓発を実施する。
成人式で新成人にエイズ予防パンフレット「ストップエ
イズ」を全員に配布し、エイズに関する正しい知識の普
及と啓発を実施する。

健康増進課 妊娠届出時に「性感染症に関する正しい知識について」
の副読本を配布し、普及啓発した。
成人式で新成人にエイズ予防パンフレット「話し合うエ
イズ」を全員に配布し、エイズに関する正しい知識の普
及と啓発を実施した。

妊娠届出時に、感染症などについて、
正しい知識の普及・啓発しています。
青少年への普及啓発は、関係機関との
連携を図りながら取り組んでいる。

関係機関との連携を図り
ながら継続的に取り組
む。

　　１２．刑を終えて出所した人の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

該当事業なし
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　　１３．犯罪被害者等の人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

一般社団法人紀の国
被害者支援センター
補助金事業

犯罪被害者やその家族に対する精神的支援を始めとする
各種支援活動（電話及び面接相談、病院や裁判所への付
き添い、国への給付金申請の直接支援、支援員の要請及
び研修、支援に関する啓発事業）を目的に、平成９年５
月にＮＰＯ法人として設立された民間団体である「一般
社団法人（現在は公益法人）紀の国被害者支援セン
ター」の活動に対する補助金の支出を実施する。

自治振興課 犯罪被害者基本法（Ｈ１７．４施行）には、犯罪被害者
支援に関して、国及び地方公共団体が講ずべき基本施策
が明示されており、その中に「民間の団体に対する援助
（法第２０条）」が明記されている。

センターの活動により救われる被害者
等があることは間違いない事実だが、
田辺市での数値的目標等は不明であ
る。

継続的支援（補助）を予
定。

　　１４．インターネット等による人権侵害等の問題

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

情報セキュリティー
ポリシーの見直し

平成１８年２月に内閣官房情報セキュリティーセンター
に事務局をおく情報セキュリティー政策会議が、策定し

情報政策課 上記ガイドラインの全面見直しをうけ、この内容につい
て担当職員の研修参加等の取り組みを行った。

個人情報を預かる地方自治体として、
情報セキュリティー対策は住民に対す

情報セキュリティー対策
は、ポリシー作成→実施
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情報セキュリティー
ポリシーの見直し

平成１８年２月に内閣官房情報セキュリティーセンター
に事務局をおく情報セキュリティー政策会議が、策定し
た「第１次情報セキュリティー基本計画」において、
①情報セキュリティー確保にかかるガイドライ
　ンの見直し等
②情報セキュリティー監査実施の推進
③（仮称）自治体情報共有・分析センターの創
　設促進
④職員の研修等の支援
を重点的に取り組んでいくことを位置づけた。
当市では、「地方自治体における情報セキュリティーポ
リシーに関するガイドライン」「地方自治体における情
報セキュリティー監査に関するガイドライン」の全面見
直しを受け、「情報セキュリティーポリシー」の見直し
作業を進める。

情報政策課 上記ガイドラインの全面見直しをうけ、この内容につい
て担当職員の研修参加等の取り組みを行った。

個人情報を預かる地方自治体として、
情報セキュリティー対策は住民に対す
る行政の責任を果たすという意味で、
実施しなければならないものである。

情報セキュリティー対策
は、ポリシー作成→実施
手順策定→内部監査→外
部監査と、実施される
が、庁内各課における事
務量が膨大な量になると
予想されることから、実
施内容について十分調査
研究を行う必要がある。
また、本事業について
は、平成２３年度の完全
実施に向け継続的に取り
組むこととした。

個人情報の流出防止 市民の個人情報を取り扱っていることから、職場で知り
えた情報は庁外へ持ち出さないよう指導徹底する。

市民課

スポーツ振興
課

各課

ほかの人には知られたくない情報についてもたくさん取
り扱っているので、指導を徹底している。（市民課）

社会体育施設及び学校体育施設の貸出に関連して約５，
０００名の個人情報があり、窓口業務等での漏洩がない
ように取り扱いには充分注意している。（スポーツ振興
課）

個人情報が庁外へ持ち出されないよう
徹底しており、利用者からの苦情もい
ただいてないことから、特に問題はな
いものと考えている。（スポーツ振興
課）

施設利用団体は増加傾向
にあるため個人情報も増
加している。体育施設貸
出には予約システムを導
入しており、システム等
による漏洩がないように
留意する。（スポーツ振
興課）
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事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

管理職研修会、情報
担当者研修会

情報モラル
児童生徒に対する指導に関しては、教育計画に基づき、
情報モラル教育の充実を図っていく。また、保護者に対
しては、教育講演会や学級懇談会、家庭訪問、三者面談
等を利用して、携帯電話の危険性と情報モラルについて
啓発活動を行う。
情報流失防止
情報担当者研修会等で情報管理に関する研修を深め、情
報流失問題が発生しないように指導する。
人権問題発生時の対応
人権問題発生時の対応マニュアルを各学校で作成し、人
権問題発生時の対応が迅速にできるよう指導する。

学校教育課 情報モラル
児童生徒に対する指導に関しては、各学校の実情に応じ
て、情報モラル教育の充実を図った。また、保護者に対
しても教育講演会や学級懇談会、家庭訪問、三者面談等
を利用して、携帯電話の危険性と情報モラルについて啓
発活動を行った。
情報流失防止
管理職研修等を通じて情報管理に関する研修を深め、情
報流失問題が発生しないように指導した。
人権問題発生時の対応
人権問題発生時の対応マニュアルを各学校で作成し、人
権問題発生時の対応が迅速にできるよう指導する。（定
例校長会　８月２０日）

携帯電話等、情報機器の普及により、
全国的に様々な問題が報告されてい
る。そのため、本市においても更なる
情報モラル教育の充実が必要である。

平成２２年度も継続予
定。

インターネット等に
よる差別表現対応

インターネット掲示板等で差別表現を発見又は通報を受
けた場合、速やかに対応する。また、そのための体制を
整備する。
・和歌山県策定のマニュアルに沿って対応する。
・速やかにプロバイダ等への削除依頼ができるよう、法
務局・和歌山県・関係団体等との連携を図る。

人権推進課 市では、インターネット等による差別表現に関して連絡
を受けていない。

匿名性を利用したインターネット上で
の人権侵害については、啓発の必要性
がある。

平成２２年度も継続実
施。
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１５．様々な人権

事業名 事業の内容 所管課 事業実施状況 評価・問題点等 今後の予定

該当事業なし
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